
全
・
り
£
局
、
。
ル

第
五
十
八
巻

第
四
競

卒
成
十
二
年
三
月
装
行

秦
漢
時
代
の
霞
と
刑
罰

宮

宅

潔

序

言
|
|
問
題
の
所
在
と
先
行
研
究
|
|

一
爵
の
も
つ
意
味

二
肉
刑
の
も
つ
意
味
|
|
身
分
の
鱒
落
|
|

三
「
努
役
刑
」
に
ひ
そ
む
身
分
の
縛
落

四
秦
の
「
労
役
刑
」
を
め
ぐ
っ
て

五
鬼
薪
白
祭
の
位
置

六
漢
代
に
お
け
る
爵
と
刑
罰

結

語

- 1一

序

幸一

T
l問
題
の
所
在
と
先
行
研
究
|
|
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筆
者
は
先
に
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
を
素
描
し
、
そ
こ
で
は
獄
吏
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
前
漢
最
初
期
ま
で
は
如

〈

1
〉

何
な
る
身
分
の
者
も
そ
う
し
た
裁
判
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
前
近
代
中
園
の
法
廷
に
お
い
て

一
貫



臼2

し
て
身
分
の
高
下
が
無
視
さ
れ
績
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
漢
文
一帝一
期
以
降
に
は
高
級
官
僚
が
通
常
の
裁
判
手
績
き
の
坪
外
に
置
か
れ
る
こ
と

(
2〉

と
な
っ
た
。
裁
判
に
お
レ
て
、
あ
る
時
期
に
貫
現
し
た
一
種
の
「
卒
等
」
は
、
戦
園
期
に
奮
秩
序
が
解
瞳
し
、
新
た
な
身
分
秩
序
が
構
築
さ
れ

る
ま
で
の
間
隙
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
新
た
に
構
築
さ
れ
た
秩
序
と
は
|
|
少
な
く
と
も
裁
判
制
度
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
|
|

官
秩
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
前
代
の
そ
れ
が
復
活
し
た
も
の
で
は
な
い
。
戦
園
秦
か
ら
前
漢
最
初
期
に

(
3〉

至
る
時
期
に
お
い
て
刑
罰
の
減
克
を
引
き
出
し
た
の
は
、
露
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
は
前
稿
で
も
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
本
稿
は
先
に
暖
昧

こ
う
し
て
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
身
分
秩
序
は
、

な
ま
ま
積
み
残
し
て
お
い
た
こ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
簡
と
刑
罰
減
克
の
関
係
に
筆
者
な
り
の
見
解
を
示
し
、

ひ
い
て
は
戦
園
か
ら
漢
代
に
至
る

ま
で
の
、
法
制
に
映
し
出
さ
れ
た
身
分
秩
序
の
慶
遜
に
つ
い
て
、

一つ

の
見
通
し
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

簡
に
よ
る
刑
罰
減
売
に
つ
い
て
は
西
嶋
定
生
氏
が
そ
の
健
制
論
を
展
開
さ
せ
る
中
で
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
震
が
刑
を
減
克
す
る
と
い

う
現
象
を
『
櫨
記
』
曲
瞳
上
の
「
撞
は
庶
人
に
下
ら
ず
、

刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
一
と
い
う
理
念
か
ら
説
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る

- 2 ー

「
大
夫
」
と
は
、
卿
・
土
と
い
っ
た
稀
謂
と
と
も
に
簡
の
観
念
に
も
包
掻
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
大
夫
」
と
は
篤
政
者
を
指
す
と
同

時
に
有
偶
者
の
こ
と
で
も
あ
る
。

一
方
の
「
庶
人
」
と
は
被
治
者
で
あ
り
、
無
傷
者
で
あ
る
。
な
ら
ば
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と
は
有
国
酎
者

に
は
刑
と
い
う
秩
序
規
範
が
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
爵
と
い
う
観
念
は
穫
と
は
結
合
す
る
も
の
の
刑
と
は
結
び
つ
か
ず
、
む

し
ろ
排
除
し
あ
う
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
爵
の
本
質
的
性
格
か
ら
有
国
酎
者
に
は
刑
罰
減
克
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

(

4

)

 

の
が
氏
の
見
解
で
あ
る
。

--
-e、品、

J
h

・ヵ

か
く
論
ず
る
と
次
の
よ
う
な
疑
問
が
た
だ
ち
に
生
じ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
有
爵
者
が
魚
政
者
に
限
定
さ
れ
た
時
代
な
ら
ば
と
も
か

く
、
国
位
が
庚
く
一
般
人
に
ま
で
、
し
か
も
無
償
で
賜
興
さ
れ
た
な
ら
ば
、
刑
罰
の
持
つ
抑
止
力
が
減
少
、

極
端
な
場
合
は
全
く
消
滅
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
れ
に
劃
し
て
西
嶋
氏
は
爵
が
里
中
の
秩
序
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
答
と
す
る
。
氏
に
よ

る
と
簡
の
賜
輿
に
附
随
し
て
牛
酒
が
里
に
分
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
受
爵
に
際
し
里
に
お
レ
て
共
同
飲
酒
儀
穫
が
行
わ
れ
る
の
を
期
待
し
て
の



こ
と
で
あ
り
、
そ
の
儀
式
で
の
席
次
は
鰐
の
上
下
に
よ
り
巌
密
に
決
め
ら
れ
る
。
こ

の
覗
魔
的
に
も
は

っ
き
り
と
認
知
さ
れ
る
席
次
の
上
下
が

日
常
生
活
で
も
身
分
秩
序
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
に
な
り
、
従

っ
て
罪
を
犯
し
て
爵
を
制
ら
れ
る
こ
と
は
階
級
が
下
が
る
こ
と
、

つ
ま
り
は
寅

生
活
で
の
打
撃
に
直
接
結
び
つ
く
。
か
く
て
刑
罰
に
よ
る
抑
止
力
は
簡
を
奪
わ
れ
る
恐
怖
か
ら
く
る
そ
れ
に
補
わ
れ
、
賜
爵
が
犯
罪
を
誘
設
す

〈

5
)

と
い
う
の
で
あ
る
。

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

こ
の
西
嶋
設
は
以
後
の
爵
制
論
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
議
論
の
的
と
な

っ
て
き
た
。
支
配
は
篤
政
者
か
ら
の
匪
力
の
み
に
よ
っ
て
成
立

す
る
の
で
は
な
く
、
被
治
者
の
側
が
そ
れ
を
欲
す
る
と
い
う
要
素
も
必
要
な
ゅ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
西
嶋
氏
の
問
題
提
起
は
依
然
そ
の
意
義

を
失
っ
て
い
な
い
。
だ
が
氏
が
そ
の
解
答
と
し
て
提
示
し
た
壮
大
な
盟
系
は
、
時
と
し
て
氏
猫
特
の
論
理
の
み
を
頼
り
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
お

〈

6
〉

り
、
そ
の
「
論
理
的
構
想
力
」
の
ゆ
き
す
ぎ
、
貫
謹
面
で
の
あ
や
う
さ
に
は
批
剣
の
目
も
向
け
ら
れ
て
き
た
。
爵
と
刑
罰
の
関
係
に
つ
い
て
も

近
年
籾
山
明
・
冨
谷
至
南
氏
に
よ
っ
て
反
論
が
な
さ
れ
た
。

籾
山
氏
は
西
嶋
読
が
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
.
す
」
と
い
う
理
念
か
ら
爵
に
よ
る
刑
罰
滅
売
を
説
明
す
る
こ
と
に
ま
ず
批
剣
・
お
加
え
ら
れ
る
。
西

嶋
氏
は
こ
の
『
瞳
記
』
の
一
節
か
ら
、
居
間
は
穫
と
結
合
す
る
か
ら
本
質
的
に
刑
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
導
き
出
さ
れ
る
が
、

籾
山
氏
は
そ
れ
が
「
曜
と
刑
は
そ
の
施
行
範
囲
を
具
に
す
る
規
範
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
な
の
は
確
か
だ
が
、

そ
こ
か
ら
「
櫨
は
刑
を
排
除
す

- 3ー

る
」
と
い
う
命
題
を
引
き
出
せ
る
の
か
、

と
の
疑
念
を
呈
せ
ら
れ
る
。

績
い
て
民
爵
賜
輿
と
共
同
飲
酒
儀
撞
を
結
び
附
け
、
健
制
に
よ
る
秩
序
と
郷
里
祉
舎
の
秩
序
と
を
一
睡
の
も
の
と
す
る
見
解
に
も
批
剣
が
加

え
ら
れ
る
。
籾
山
氏
に
よ
る
と
史
料
に
見
え
る
九
十
例
の
賜
霞
記
事
の
う
ち
、
牛
酒
・
酷
の
賜
興
が
同
時
に
-記さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
例
し
か

な
く
、
賓
際
の
と
こ
ろ
賜
傷
と
共
同
飲
酒
儀
瞳
は
必
ず
し
も
一
瞳
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
批
剣
か
ら
歩
を
進
め
、
氏
は
爵
を
軍
事
的
奉

仕
に
糾
問
す
る
反
劃
給
付
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
無
償
で
輿
え
る
の
は
良
民
男
子
を
皇
帝
へ
の
奉
仕
者
と
認
定
し
そ
の
軍
事
的
奉
仕
を
将
来
に
期
待

643 

モ?2
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る

同
時
に
爵
は
郷
里
秩
序
と
は
結
合
せ
ず
、

皇
帝
と
の
距
離
の
表
現
に
す
ぎ
な
い、

と
の
結
論
も
示
さ
れ



迫
っ
て
い
る
。

籾
山
氏
の
批
判
は
簡
の
本
質
的
意
味
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
貼
か
ら
は
じ
ま
り
、
最
終
的
に
は
西
嶋
寄
制
論
白
煙
の
再
検
討
を

一
方
、
爵
に
よ
る
刑
罰
減
売
に
焦
動
を
較
っ
て
西
嶋
読
を
批
判
し
た
の
が
冨
谷
氏
で
あ
る
。

644 

冨
谷
氏
は
刑
罰
減
克
が
有
偶
者
に
嘗
然
輿
え
ら
れ
て
い
る
特
権
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
自
瞳
を
疑
問
視
さ
れ
、
漢
代
の
史
料
か
ら
は
有
爵
者

が
'
鉱
山
候
件
に
刑
罰
を
減
克
さ
れ
た
事
例
が
検
出
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
唯
一
秦
律
に
お
い
て
は
簡
に
よ
り
刑
が
滅
克
さ
れ
る

場
合
の
あ

っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
場
合
の
「
刑
」
が
「
刑
罰
一
般
」

で
は
な
く

「
肉
刑
」

す
な
わ
ち
身
鐙
に
回
復
不
可
能
な
損

傷
を
加
え
る
刑
罰
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
。
結
局
震
に
よ
り
す
べ
て
の
刑
罰
が
回
避
で
き
た
の
で
は
な
く
、
減
売
の
封
象
は
死

そ
し
て
前
漢
文
一
帝
一
期
に
肉
刑
が
底
止
さ
れ
る
と
、
震
に
よ
る
利
得
は
刑
具
の
克
除
に
限
定
さ
れ
た
、
と
い
う
の

刑
・
肉
刑
に
限
ら
れ
て
い
た
、

が
氏
の
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
氏
は
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と
い
う
『
躍
記
』
の

一
節
も
、

(
8〉

用
さ
れ
な
い
と
い
う
秦
代
の
制
度
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
結
論
さ
れ
る
。

一
定
の
身
分
を
有
す
る
者
に
は
「
肉
刑
」
が
遁

氏
の
見
解
は
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
を
秦
律
中
の
肉
刑
回
避
規
定
の
記
憶
を
と
ど
め
る
も
の
と
喝
破
し
た
黙
で
劃
期
的
で
あ
る
。
秦
律
を

- 4 ー

ふ
ま
え
た
こ
の
理
解
は
お
そ
ら
く
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
籾
山

・
富
谷
雨
氏
の
所
説
を
承
け
て
、
爵
と
刑
罰
の
閥
係
に
さ
ら
な
る
分
析
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
雨
氏
の
優
れ
た
業
績
が
あ
り

な
が
ら
敢
え
て
私
見
を
述
べ
る
一
つ
の
理
由
は
、
爵
と
刑
罰
の
関
係
を
と
ら
え
る
に
は
刑
の
身
分
刑
的
要
素
を
無
現
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
上
古
に
お
け
る
刑
罰
が
秩
序
を
観
し
た
人
聞
に
苦
痛
を
興
え
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
同

時
に
そ
の
者
の
身
分
を
降
下
さ
せ
る
、
乃
至
は
共
同
睦
の
成
員
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
論
じ

(

9

)

 

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
園
古
代
の
刑
罰
に
も
そ
う
し
た
身
分
刑
的
・
追
放
刑
的
要
素
が
含
ま
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
傍
が
刑
罰
適
用
に
際

し
て
護
揮
す
る
機
能
は
、
有
偶
者
の
身
分
轄
落
を
防
止
す
る
と
い
う
黙
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
有
傷
者
へ
の
刑
罰
適
用
規
定
か
ら
裏
附
け
て
み

‘』、

。

ψ
h
l
v
 



爵
の
も
つ
意
味

「
寄
」
の
字
形
は
酒
器
を
手
に
持
っ
か
た
ち
を
象
っ
た
も
の
で
、
西
周
金
文
に
お
い
て
す
で
に
認
め
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
酒
器
の
名
稽
と

(

m

)

 

し
て
の
用
法
だ
が
、
そ
れ
で
は
意
味
の
逼
ら
な
い
場
合
も
散
見
し
、
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
恒
借
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
王
園
維
氏
は
爵

(

U

)

 

を
奉
げ
て
功
労
を
ね
ぎ
ら
う
意
と
解
し
て

「労
」
字
の
偲
借
と
し
、
楊
樹
達
氏
は
字
形
を

「措
」
と
揮
し
、
一
耳
目
逼
か
ら

「動」

字
の
恒
借
と
さ

(

ロ

)

れ
る
。
籾
山
明
氏
は
「
爵
」
字
が
動
功
、
な
い
し
そ
れ
を
ね
ぎ
ら
う
と
い
う
意
に
逼
じ
る
貼
に
注
目
さ
れ
る
。
氏
に
よ
る
と
こ
う
し
て
ね
ぎ
ら

わ
れ
る
勲
功
の
具
瞳
的
内
容
は
主
君
へ
の
軍
事
的
直
接
奉
仕
で
あ

っ
た
。
酒
器
を
奉
じ
て
行
わ
れ
る
飲
酒
儀
櫨
が
臣
下
の
軍
事
的
奉
仕
を
ね
ぎ

ら
う
、
あ
る
い
は
終
来
に
お
け
る
そ
れ
を
期
待
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
賜
僧
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
秩
序
は
軍
事
的
秩
序
に
ほ
か
な

(

日

)

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
『
春
秋
左
氏
侍
』
(
以
下
『
左
俸
』
と
略
構
〉
成
公
十
八
年
僚
で
は
「
下
軍
に
佐
た
」
る
地
位
が

「
班
霞
」
と
表

(

U

)

 

現
さ
れ
て
お
り
、
賜
慢
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
秩
序
が
軍
事
的
な
側
面
を
色
濃
く
備
え
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
爵
稽
の
起
源
を
箪
除
内
で

〈

日

〉

の
役
職
名
と
す
る
後
代
の
解
穫
も
、
こ
う
し
た
賜
爵
の
本
来
的
意
味
を
と
ど
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一 5一

秦
の
爵
制
は
春
秋
期
に
は
す
で
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

〈

鴎

〉
れ
、
後
の
秦
爵
に
結
貧
し
て
ゆ
く
原
型
を
こ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
不
更
」

「
庶
長
」

「
大
庶
長
」
と
い
っ
た
鶴
橋
が
『
左
侍
』

『
史
記
』
に
現

一
般
に
秦
爵
は
詰
鞍
の
創
始
に
か
か
る
と
さ
れ
、
彼
に
よ

っ
て

十
八
等
の
国
位
が
整
序
さ
れ
、
庶
民
で
あ
っ
て
も
戦
場
で
首
級
を
あ
げ
れ
ば
爵
位
が
賜
興
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
一商鞍
獲
法
の
劃
期
性
を

こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
む
き
も
あ
る
。
し
か
し
寅
際
に
は
長
期
に
わ
た
っ
て
漸
次
貫
施
さ
れ
た
多
く
の
慶
革
が
一
商
鞍
一
人
の
事
績
に
蹄
せ
ら
れ

(

げ

)

て
い
る
と
み
る
べ
き
で
、
秦
慢
の
整
序
に
し
て
も
彼
一
人
の
手
に
成
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
春
秋
か
ら
戦
園
に
か
け
て
の
庶
民
の
戟
闘
参
加

に
と
も
な
い
、

よ
り
贋
範
な
園
民
層
に
簡
が
賜
興
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い

っ
た
、
と
い
う
段
階
的
な
展
開
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を
想
定
す
る
方
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

園
町
と
軍
事
的
奉
仕
と
の
密
接
な
関
係
、

お
よ
び
庶
民
の
措
置
頭
に
と
も
な
っ
て
爵
が
贋
範
に
賜
興
さ
れ
て
ゆ
く
現
象
を
宮
崎
市
定
氏
は
「
市
民
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(叩む

櫨
」
の
抜
大
、
と
表
現
さ
れ
た
。
こ
の
簡
を
「
市
民
擢
」
と
す
る
見
解
は
氏
が
濁
特
の
古
代
都
市
圏
家
論
を
展
開
さ
れ
る
中
で
現
れ
る。

太
古
、
園
家
が
一
個
の
都
市
を
皐
位
と
し
て
形
成
さ
れ
て

い
た
時
貼
で
は
そ
の
構
成
員
す
べ
て
が
「
市
民
擢
」
を
保
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
園
家
の
規
模
が
横
大
し
、
複
数
の
都
市
圏
家
の
連
合
瞳
へ
と
獲
化
し
て
ゆ
く
と
、
都
市
圏
家
聞
に
支
配
|
被
支
配
の
関
係
が
生
じ
、
被
支
配

民
は
庶
民
、
あ
る
い
は
臣
妾
身
分
と
さ
れ
、
彼
ら
に
は
「
市
民
権
」
が
輿
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

「
市
民
」
と
さ
れ
た
の
は
「
土
」
階
級
ま
で

で
、
そ
れ
以
下
の
者
に
は
戦
闘
参
加
の
擢
利
も
嘗
然
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
春
秋
末
か
ら
戦
闘
に
か
け
て
軍
役
、
あ
る
い
は
軍
費
負

捨
な
ど
を
、
通
じ
て
庶
民
の
地
位
が
向
上
し
て
ゆ
く
と
、
信
用
政
者
の
側
に
も
彼
ら
に
完
全
な

「
市
民
権
」

を
付
興
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
か
く
て

庶
民
に
も
簡
が
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
慢
の
最
下
級
が
「
公
士
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
剣
る
通
り
、

の
身
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
|
|
以
上
が
宮
崎
読
の
概
略
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は

「士
」
以
上

氏
の
所
読
を
援
用
す
る
な
ら
、
慢
と
は
「
市
民
」
で
あ
る
こ
と
の
標
識
で
あ
り
、

そ
れ
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
庶
民

・
臣
妥
身
分
と
の
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聞
に
一
線
が
劃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら
「
市
民
権
」
を
持
つ
こ
と
に
よ

っ
て
回
避
し
う
る
「
肉
刑
」
と
は
、

躍
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
刑
罰
な
の
か
、
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

肉
刑
の
も
つ
意
味
ー
ー
ー
身
分
の
輔
落
|
|

冨
谷
至
氏
は
有
国
肘
者
が
肉
刑
に
蛍
て
ら
れ
な
い
理
由
を
、
肉
刑
が
持
つ
追
放
刑
と
し
て
の
性
格
に
求
め
ら
れ
、
有
傷
者
は
そ
の
園
家
へ
の
功

(

四

)

績
に
克
じ
て
追
放
さ
れ
ず
、
共
同
盟
の
な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
と
さ
れ
た
。

確
か
に
肉
刑
に
は
共
同
盟
か
ら
の
追
放
と
い
う
性
格
が
あ
る
。

ハ
刷
出
)

こ
の
貼
は
滋
賀
秀
三
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
り
、

肉
刑
を
う

け
、
身
髄
に
生
涯
消
え
な
い
熔
印
を
お
さ
れ
た
人
聞
は
特
殊
な
場
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
。

刷型
車
唱
に
は
門
を
守
ら
し
め
(
註
、
鯨
者
は
禁
御
に
妨
ぐ
る
な
し。
)
、
剤
者
に
は
開
を
守
ら
し
め
(
鼻
を
裁
り
た
る
も
亦
た
貌
醜
き
を
以
て
こ
れ
を

遠
ざ
く
る
に
妨
ぐ
る
な
し
。
)、

宮
者
に
は
内
を
守
ら
し
め
(
そ
の
人
道
紹
え
た
る
を
以
て
な
り
。
今
の
世
も
或
い
は
然
り
。
)、

別
者
に
は
圏
を
守
ら



し
め
(
足
を
断
た
る
る
は
禽
獣
を
駆
衡
し
、
急
ぎ
行
く
な
し
。
)
、
莞
者
に
は
積
を
守
ら
し
む
。

(

幻

)

(

沼

)

『
左
停
』
に
は
戦
争
捕
虜
が
足
切
り
に
慮
ぜ
ら
れ
、
舟
の
管
理
を
さ
せ
ら
れ
た
、
同
じ
く
足
切
り
と
さ
れ
た
者
が
門
番
と
な
っ
た
、
と
い

っ
た

記
事
が
見
え
、
こ
の
『
周
種
』
の
記
事
も
あ
る
程
度
西
周
か
ら
春
秋
に
か
け
て
の
風
景
を
停
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
肉
刑
の
主
た
る
目
的

は
肉
腫
的
な
苦
痛
を
興
え
る
こ
と
よ
り
も
、
被
刑
者
を
異
形
の
も
の
と
し
て
特
殊
な
場
へ
、
日
常
祉
舎
と
は
異
な
る
祉
舎
へ
と
追
い
や
る
こ
と

(
『
周
櫨
』
秋
官
掌
裁
)

に
あ
っ
た
。

一
日
一
異
形
の
も
の
と
な
れ
ば
、

た
と
え
罪
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
日
常
に
復
掃
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

「
謄
官
」
と
し
て
特
殊
な

扱
い
を
う
け
た
。

将
司
人
市
亡
、
能
自
捕
及
親
所
智
(
知
)
矯
捕
、
除
母
罪
。
己
刑
者
虚
隠
官
・
:
:
(法
律
答
間
丘
町
-
H
N
U
ー
ロ
G
W

℃
-
H
N
ω
(
『
睡
虎
地
秦
墓
竹

鱒
b. 

ハ
文
物
出
版
枇
、

一
九
九
O
。
以
下

『睡
虎
地
』
と
略
稽
)
の
簡
番
挽
と
頁
数
。
〉
)

罪
人
を
護
、
迭
し
て
い
て
取
り
逃
が
し
た
場
合
、
自
分
で
再
び
捕
ら
え
る
か
、
知
り
合
い
が
そ
の
者
の
た
め
に
捕
ら
え
て
く
れ
た
り
す
れ

ば
、
罪
は
克
除
さ
れ
る
。
す
で
に

〔罪
人
を
取
り
逃
が
し
た
廉
に
よ
り
〕
肉
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
者
は
「
隠
官
」
と
す
る
。

..
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「
隠
官
」
は
法
文
中
に
み
え
る
語
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
的
地
位
・
慮
遇
に
は
き
ち
ん
と
し
た
規
定
が
あ

っ
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
が
、
具
腫

(

お

)

的
に
如
何
な
る
虚
遇
を
う
け
た
の
か
は
、

賓
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
「
醸
」
字
の
語
感
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
は
一
般
人
と
は
異
な

る
世
界
に
置
か
れ
た
に
違
い
な
い
。
戦
園
費
の
孫
績
は
そ
の
才
能
を
妬
ん
だ
麗
滑
に
よ

っ
て
無
賓
の
罪
を
き
せ
ら
れ
、
雨
足
を
切
ら
れ
た
う
え

で
入
れ
墨
を
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
こ
と
を
『
史
記
』
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

蹟
至
る
に
、
高
調
そ
の
己
よ
り
賢
な
る
を
恐
れ
、
こ
れ
を
疾
み
、
す
な
わ
ち
法
刑
を
以
て
そ
の
雨
足
を
断
ち
て
こ
れ
を
鯨
し
、

臆
し
て
見

る
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

(
『
史
記
』
巻
六
五
孫
子
呉
起
列
俸
)

「
憶
」
と
は
「
見
」
の
劃
概
念
で
あ
り
、
公
共
の
場
に
出
、

一
般
人
と
接
鏑
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
る
立
場
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
肉
刑
に
慮

(

M

)

 

「
隠
」
の
世
界
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
者
は
も
は
や
何
人
と
も
伍
し
得
な
く
な
る
。

せ
ら
れ
、
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肉
刑
と
さ
れ
た
人
聞
は
そ
の
追
い
や
ら
れ
た
「
場
」
に
お
い
て
特
定
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
掲
の
『
周
薩
』
注
は
そ
う
し
た
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作
業
に
就
く
理
由
を
、
身
障
的
飲
損
が
あ
っ
て
も
可
能
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
活
か
せ
る
作
業
が
あ
て
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
親
貼
か

ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
門
番
に
し
て
も
、

国
人
l
宮
廷
の
動
物
を
飼
う
番
人
ー
に
し
て
も
そ
の
地
位
が
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
作
業
が
「
賎
役
」
と
見
な
さ
れ
て
レ
た
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
家
畜
の
管
理
を
職
掌
と
す
る
者
と
し
て
他
に
「
牧
1

牛
飼
い
|」

や
「
園
|
馬
飼
い

i
」
が
あ
る
が

「牧
園
」
と
は
「
庶
人
」
と
異
な
る
範
暗
に
属
す
者
た
ち
で
あ
っ
た。

:
こ
の
故
に
天
子
に
公
あ
り
、
諸
侯
に
卿
あ
り
。
卿
は
側
室
を
置
く
。
大
夫
に
武
宗
あ
り
、
土
に
朋
友
あ
り
、
庶
人

・
工
一一商
・
阜
隷

・

牧
園
み
な
親
暗
あ
り
て
、
以
て
相
輔
佐
す
る
な
り
。
:
:
:
(
『
左
停
』
襲
公
十
四
年
〉

」
こ
に
表
れ
た
階
層
意
識
か
ら
す
れ
ば

「
牧
園
」
は
庶
人
よ
り
も
む
し
ろ
「
阜
隷
」
に
近
い
存
在
と
い
え
る
。
同
様
に

『
左
俸
』
昭
公
七
年

の
無
字
の
言
は
営
時
の
階
層
構
造
を
以
下
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

天
に
十
日
あ
り
、
人
に
十
等
あ
り
。
:
:
:
故
に
王
の
臣
は
公
、
公
の
臣
は
大
夫
、
大
夫
の
臣
は
土
、
土
の
臣
は
阜
、
阜
の
臣
は
興
、
輿
の

臣
は
殺
、
隷
の
臣
は
僚
、
僚
の
臣
は
僕
。
僕
の
臣
は
蓋
。
馬
に
園
あ
り
、
牛
に
牧
あ
り
。
以
て
百
事
を
待
つ
。

(

お

)

「阜」

以
下
の
者
に
つ
い
て
は
杜
預
に
よ

っ
て
「
賎
官
」
と
の
注
稗
も
つ
け
ら
れ
る
。
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こ
こ
に
見
え
る
諸
階
層
の
う
ち
、

こ
う
し
た
隷
属
者
の
隊
伍
に
は
、
時
と
し
て
異
形
の
も
の
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
。
白
川
静
氏
に
よ
れ
ば
「
臣
妾
」
の
「
妾
」
は
「
辛
」
を
そ

(
m
m
)
 

の
字
形
の
中
に
含
み
、
本
来
は
入
れ
墨
刑
を
う
け
た
者
を
象
っ
た
も
の
と
い
う
。
無
論
こ
う
し
た
隷
属
者
た
ち
が
す
べ

て
異
形
の
も
の
だ
っ
た

(

幻

)

わ
け
で
は
な
く
、
戦
争
捕
虜
な
ど
も
そ
の
供
給
源
で
あ
っ
た
。
し
か
し
肉
刑
が
隷
属
身
分
を
生
み
出
す
大
き
な
契
機
で
あ

っ
た
こ
と
は
関
連
い

あ
る
ま
い
。

『
読
文
解
字
』
が
「
奴
」
{
子
を
穫
し
て
、

奴
蝉
は
皆
な
古
の
皐
人
な
り
。

(
一
二
篇
下
)

と
す
る
の
は

(

お

)

そ
う
し
た
過
去
の
記
憶
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

肉
刑
は
こ
う
し
た
「
身
分
の
轄
落
」
を
と
も
な
う
と
い
う
意
味
で
「
遁
放
刑
」
で
あ
り
、
そ
の
追
い
や
ら
れ
る
場
は
賎
役
の
場
と
い
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
封
し、

一
定
身
分
の
保
有
者
に
は
身
分
轄
落
を
と
も
な
わ
ぬ
形
で
懲
罰
を
興
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
存
在
し
た
。



誓
い
て
日
く
、

小
人
は
降
さ
ん
に
と
。

人
は
則
ち
退
け
ら
れ
て
下
劇
に
給
さ
る
る
な
り
。
〉
(
『
左
停
』
昭
公
六
年〉

「
命
を
犯
す
者
有
ら
ば
、
君
子
は
麿
し
、

(
註
、
君
子
は
則
ち
陵
賊
せ
ら
れ
て
位
に
居
る
を
得
ず
。

小

「
小
人
」
で
あ
れ
ば
「
降
」
さ
れ
る
の
に
劃
し
、

「
君
子
」
で
あ
れ
ば

「鹿
」
に
慮
せ
ら
れ
る
と
い
う

「
小
人
」
と
は
道
徳
的
基
準
に
も
と
づ
く
匡
分
で
は
な
く
、

ー明
ら
か
に
身
分
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
吉
本
道

ハ
m却
)

雅
氏
に
よ
る
と
「
君
子
」
が
卿

・
大
夫
に
、
「
小
人
」

が
土
及
び
工

・
商
に
、
少
な
く
と
も

一
部
分
に
お
い
て
重
な
る
と
い
う
。
こ
の
南
者
に

つ
い
て
は
同
じ
罪
を
犯
し
て
も
適
用
さ
れ
る
刑
罰
が
異
な
る
。

す
な
わ
ち
「
命
」
に
違
犯
し
た
場
合
、

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
君
子
」

オ鹿
」
と
は
諸
侯
・

太
子
、
あ
る
い
は
そ
の
正
式
な
配
偶
者
た
る

「夫
人
」
か

ら
そ
の
身
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
第
一
に
意
味
し
、
卿
及
び
そ
の
後
縫
者
が
劉
象
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
一
方
の
「
降
」
は
身
分
制
上
、

よ
り
深

(

m
剖

)

刻
な
結
果
を
も
た
ら
す
慮
罰
で
、
卿
大
夫
が
「
降
」
せ
ら
れ
た
結
果
、
隷
属
者
に
ま
で
身
分
を
お
と
し
た
と
い
う
事
例
す
ら
見
え
る
と
い
う
。

こ
の
誓
言
を
「
瞳
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
。
」
と
い
う
理
念
と
引
き
比
べ
る
な
ら
、

そ
れ
に
よ
る
身
分
轄
落
も
あ
り
得
る
の
に
封
し
、

と
の
理
解
に
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が
科
せ
ら
れ
、

行
き
着
く
。

「大
夫
」
、

つ
ま
り
無
傷
者
に
は
肉
刑

つ
ま
り
有
偶
者
は
そ
う
し
た
慮
遇
を
う
け
な
い
、

「
庶
人
」
、

前
段
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
有
爵
者
と
無
簡
者
の
劃
比
は
市
民
と
非
市
民
の
相
違
で
あ
り
、

非
市
民
を
構
成
す
る
の
は
被
支
配
層
、

庶
民
お
よ
び
隷
属
者
で
あ
る
。
被
支
配
層
た
る
庶
民
に
は
身
分
を
隷
属
者
に
降
下
さ
せ
る
と
い
う
懲
罰
、

そ
う
し
た
懲
罰
を
も
容
認
す
る
秩
序

理
念
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の
に
射
し
、
市
民
身
分
に
属
す
る
有
国
酎
者
に
は
身
分
轄
落
を
と
も
な
わ
ぬ
、
他
の
か
た
ち
で
の
懲
罰
が
準
備
さ
れ
て

い
る
|
|
震
が
肉
刑
回
避
と
い
う
機
能
を
護
揮
す
る
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
肉
刑
の
回
避
を
単
に
「
簡
に
よ
る

刑
の
重
さ
の
軽
減
」
と
と
ら
え
る
の
は
、
皮
相
的
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
有
届
酎
者
は
軽
い
刑
罰
に
嘗
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
届
酎
者
と
は
遣

う
刑
罰
に
嘗
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は

649 
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「
労
役
刑
」
に
ひ
そ
む
身
分
の
轄
落

肉
刑
を
う
け
た
人
聞
が
そ
の
追
い
や
ら
れ
た
場
で
服
す
る
労
役
は
、
あ
く
ま
で
隷
属
身
分
に
庇
め
ら
れ
た
こ
と
に
と
も
な

っ
て
生
じ
る
、
そ

の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
賎
役
で
あ
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
、

必
ず
し
も
肉
刑
を
と
も
な
わ
ず
、
傍
役
の
み
に
服
せ
し
む
る
刑
罰
が
形
成
さ
れ、

戦
園
時
代
に
な
る
と
そ
う
し
た
刑
罰
が
む
し
ろ
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
刑
罰
に
服
す
者
は
、
も
は
や
鼻
を
切
ら
れ
、
足
を

切
ら
れ
る
「
苦
痛
」
を
味
わ
わ
な
い
。
結
局
「
苦
痛
」
と
し
て
は
肉
盟
労
働
か
ら
く
る
そ
れ
し
か
認
め
ら
れ
な
レ
の
で
、
現
在
で
は
こ
れ
ら
の

刑
罰
を
「
傍
役
刑
」
と
線
稽
し
て
い
る。

だ
が
こ
う
し
た
呼
稽
は
、
あ
た
か
も
こ
の
刑
罰
の
主
目
的
が
犯
罪
者
に
「
苛
酷
な
努
働
」
を
課
し
、

そ
の
苦
痛
を
も

っ
て
罪
を
あ
が
な
わ
せ

と
い
う
一
面
的
な
理
解
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
確
か
に
戦
園
期
に
増
大
し
た
君
主
権
力
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
刑
徒
の

る
黙
に
あ
っ
た
、

容
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
て
お
り
、

か
れ
ら
に
如
何
な
る
第
役
を
課
す
の
か
が
す
で
に
刑
罰
の
主
眼
で
あ

っ
た、

と
も
見
え
る
。
し
か
し
刑
徒
と

- 10ー

献
労
働
力
が
圏
家
に
よ
っ
て
功
利
的
に
活
用
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
秦
の
「
労
役
刑
」
名
は
ほ
と
ん
ど
が
刑
徒
の
服
す
べ
き
作
業
内

る
ま
い
。

は
一
般
社
舎
と
異
な
る
世
界
の
住
人
で
あ
り
、
そ
の
服
す
る
傍
役
は
賎
役
で
あ
る
、
と
い
う
観
念
が
一
時
に
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
あ

た
と
え
肉
刑
を
と
も
な
わ
な
く
な
っ
て
も
、

刑
徒
と
な
る
こ
と
は
身
分
の
降
下
で
あ
り
、

異
世
界
へ
の
追
放
で
あ

っ
た。

「傍
役

刑
」
の
刑
罰
た
る
ゆ
え
ん
は
、

た
だ
皐
に
苛
酷
な
傍
役
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
貼
の
み
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
よ
り
身
分
を

お
と
し

一
般
社
舎
か
ら
隔
絶
さ
れ
る
と
い
う
黙
に
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
「
傍
役
刑
」
の
性
質
を
如
買
に
示
し
て
い
る
の
が
戦
園
魯
の
「
傍
役
刑
」
名
、

「
借
」
で
あ
る
。

「信
」
は

《
奏
誠
書
》
の
案
件

@
に
見
え
、

「
倍
、
蛍
城
旦
」
、

つ
ま
り
秦
漢
の
刑
罰
盟
系
に
あ
っ
て
は

「
城
旦
」

刑
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
レ
う
但
し
書
き
が

つ
レ

て
い
る
。

「
信
」
と
は
無
論
「
わ
ざ
お
ぎ
」
の
謂
で
あ
る
が
、
こ
の
刑
名
が
作
業
内
容
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
果
た
し
て

「
わ
ざ
お
ぎ
」
と
し
て
の
務
め
が
「
苛
酷
な
州
労
働
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。



春
秋
戦
園
時
代
に
椙
と
し
て
奉
仕
す
る
人
聞
の
地
位
が
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
賎
民
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

(

氾

〉

(

担

〉

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
左
停
』
裏
公
二
十
八
年
に
は
嘗
の
祭
に
際
し
て
「
圏
人
」
が
「
優
」
を
つ
と
め

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
前
段

で
引
用
し
た
『
左
惇
』
昭
公
七
年
に
見
え
る
身
分
等
級
、
「
王
・
公
・
大
夫
・
土
・
阜
・
輿
・
隷
・
僚
・
僕
・
蓋
・
園
・
牧
」
か
ら
も
知
ら

楊
寛
氏
も
こ
の
『
左
惇
』
の
記
事
に
よ
り
椙
優
の
祉
舎
的
地
位
の
低
さ
を
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い

一方、

れ
る
よ
う
に
、

(

卸

〉
る。

「
圏
」
の
地
位
は
低
い
。

但
優
の
祉
舎
的
地
位
が
低
く
、
そ
の
業
務
が
賎
し
い
も
の
な
ら
、

務
の
苛
酷
さ
よ
り
も
そ
の
地
位
の
低
さ
、
業
務
の
賎
し
さ
に
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
勿
論
「
借
」
刑
と
さ
れ
た
者
が
す
べ
て
「
わ
ざ
お
ぎ
」
と

し
て
働
い
た
と
は
限
ら
ず
、
名
は
「
恒
」

で
も
、
貫
際
に
は
他
の
「
苛
酷
な
努
役
」
に
就
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

だ
が
そ

の
命
名
か
ら
推
し
量
る
な
ら
、
本
来
的
に
は
慣
と
し
て
の
職
務
に
服
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
秦
の
城
且
刑
に
も
な
ぞ
ら
え
ら

「
信
」
が
刑
名
と
な
り
、
罪
人
が
そ
れ
に
就
け
ら
れ
る
意
義
は
、

そ
の
職

れ
る
「
眉
」
刑
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
「
苛
酷
な
労
役
」
刑
で
は
な
く
、

「
不
名
審
な
努
役
」
刑
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
刑
罰
た
る
ゆ
え
ん
が

-11-

身
分
の
轄
落
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
秦
の
「
傍
役
刑
」
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
そ
こ
に
見
え
る
「
傍
役
刑
」
の
中
に
も
身
分
縛
落
の
側
面
、

い
う
な
れ
ば

「身
分

刑
」
的
要
素
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

四

秦
の

「
労
役
刑
」
を
め
ぐ
っ
て

睡
虎
地
秦
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、
秦
に
城
且
春
・
鬼
薪
白
集
・
隷
臣
妾
・
司
窟
・
候
と
い
っ
た
「
傍
役
刑
」
の
存
在
し
た
こ
と
、

そ
し
て
そ

れ
ら
に
は
時
と
し
て
肉
刑
が
併
加
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の

「
労
役
刑
」

の
う
ち

多
く
の
議
論
を
集
め
た
の
が
隷
臣
妾
で
あ

る
。
従
来
、

『
漢
嘗
儀
』
に
列
奉
さ
れ
た
秦
の
刑
名
に
は
隷
臣
妾
が
含
ま
れ
ず
、

『
漢
書
』
刑
法
志
の
漢
初
の
記
事
に
そ
れ
が
現
れ
る
こ
と
か

651 

ら
、
隷
臣
妾
は
漢
に
な
っ
て
創
設
さ
れ
た
刑
罰
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
秦
簡
の
護
見
に
よ
り
そ
れ
が
す
で
に
泰
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
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明
ら
か
と
な

っ
た
。
こ
の
貼
も
議
論
が
集
中
し
た
一
因
で
は
あ
る
が
、

「
隷
臣
妥
」
と
い
う
呼
橋
自
桂
が
奴
隷

・
奴
稗
身
分
と
の
閥
連
を
想
起

さ
せ
た
た
め
、
奴
隷
祉
舎
か
ら
封
建
祉
舎
へ
の
移
行
を
問
題
閥
心
と
す
る
中
園
古
代
史
事
者
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

〈
川
訓
〉

殺
臣
妾
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
を
官
奴
縛
と
す
る
説
と
刑
徒
と
す
る
設
と
が
生
ま
れ
、
論
争
を
繰
り
返
し
た
。
官
奴
縛
と
す
る
論
者

(
お
)

の
な
か
か
ら
は
隷
臣
妾
を
秦
の
刑
罰
盟
系
か
ら
完
全
に
切
り
離
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
者
さ
え
現
れ
た
が
、
隷
臣
妾
が
他
の
刑
罰
と
館
列
さ

れ
る
場
合
も
多
く
、
も
し
隷
臣
妾
を
官
奴
鮮
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
他
の
「
傍
役
刑
」
と
の
闘
係
に
お
い
て
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
が
問
題
と

な
っ
た
。
こ
の
貼
に
閲
し
て
、
つ
と
に
官
奴
解
説
を
唱
え
ら
れ
た
高
恒
氏
は
、
隷
臣
妾
に
嘗
て
ら
れ
た
者
が
官
奴
舛
と
な
り
、
終
生
そ
の
身
分

(

お

)

か
ら
脱
し
得
な
い
の
と
同
様
に
、
他
の

「傍
役
刑
」
に
も
刑
期
は
な
い
、
と
い
う
無
期
設
を
提
示
さ
れ
た
。
か
く
て
隷
臣
姿
を
め
ぐ
る
論

d

学
は

秦
の
「
努
役
刑
」
を
有
期
と
す
る
か
、
無
期
と
す
る
か
と
い
う
議
論
へ
護
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

初

出

)

有
期

・
無
期
を
め
ぐ
る
論
争
は
依
然
く
す
ぶ
り
つ
つ
も
、
大
方
の
趨
勢
と
し
て
無
期
設
に
落
ち
つ
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
無
期
刑
説
の
立
場

に
立
つ
な
ら
、

隷
臣
妾
に
鴬
て
ら
れ
る
こ
と
は
終
身
、

と
も
す
れ
ば
子
孫
に
至
る
ま
で
強
制
的
に
特
別
な
雑
役
に

就
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味

- 12ー

し
、
奴
隷
と
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
境
遇
か
ら
い
え
ば

「
官
奴
鱒
」
で
あ
り
、
刑
罰
に
よ

っ
て
そ
う
し
た
境
遇
に
追
い
込
ま
れ
た
黙
を
強
調
す

る
な
ら

「
刑
徒
」、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
き
て
官
奴
鱒
・
刑
徒
論
争
は
も
は
や
隷
臣
妾
の
ど
の
側
面
を
強
調
す
る
の
か
、

と
い
う
意

味
し
か
持
た
な
く
な
っ
た
。

す
で
に
現
在
で
は
秦
の

「第
役
刑
」

を
無
期
刑
と
と
ら
え
た
上
で

そ
れ
を
刑
罰
史
上
に
如
何
に
位
置
つ
け
る

か
、
と
い
う
問
題
に
議
論
の
焦
黙
が
移
り
つ
つ
あ
る
。

秦
の
「
傍
役
刑
」
が
す
べ
て
無
期
刑
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
嘗
て
ら
れ
た
刑
徒
は
生
涯
雑
役
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
も
ま
た
境

遇
に
お
い
て
は
奴
隷
と
等
し
い
。
徐
鴻
修
氏
は
隷
臣
姿
の
み
な
ら
ず
城
旦
春
も
「
罪
犯
奴
隷
」
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
春
秋

(
犯
〉

以
前
の
、
犯
罪
者
を
奴
隷
身
分
に
お
と
す
刑
罰
の
俸
統
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
確
か
に
城
E
春
の
刑
徒
に
赤
い
着
物
が
着
せ
ら
れ
る
こ
と
、

(

ぬ

)

「
小
域
日
一|
城
E
春
の
子
供
|
」
と
い
う
言
葉
の
存
在
、
な
ど
に
注
目
す
る
な
ら
、
徐
氏
の
指
摘
も
う
な
ず
け
る
。
結
局
秦
の
「
勢
役
刑
」
も

身
分
の
降
下
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り

「
苛
酷
な
労
働
」
の
み
に
刑
罰
の
目
的
が
置
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
肉
刑
を
併
加
さ
れ
た
者



は
勿
論
、
身
障
に
段
損
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
刑
徒
は

一
般
社
舎
と
は
異
な
る
世
界
へ
追
い
や
ら
れ
、

(
ω

)

 

役
」
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

そ
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い

「賎

(
M
U
〉

か
く
て
秦
の
「
鉱
労
役
刑
」
の
な
か
に
「
身
分
刑
」
的
要
素
を
認
め
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
有
爵
者
が
そ
う
し
た
刑
罰
に
相
嘗
す
る
罪
を
犯
し

た
場
合
、
如
何
な
る
慮
遇
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
有
爵
者
に
は
身
分
轄
落
を
と
も
な
わ
ぬ
、
他
の
か
た
ち
で
の
懲
罰
が
準
備
さ
れ
て
い
る
と

「
傍
役
刑
」
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
有
霞
者
に
何
ら
か
の
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
か
か
る
認
識
の
下
に
秦
の
「
傍
役
刑
」
を
再
検
討
す
る
な
ら
、
同
じ
「
第
役
刑
」
の
な
か
に
あ

っ
て
、
鬼
薪
白
祭
刑
は
他
と
異
な
る
性
質

い
う
先
越
の
見
解
が
正
し
け
れ
ば

を
稽
び
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

五

鬼
薪
白
祭
の
位
置

鬼
薪
白
祭
刑
は
傍
役
刑
が
有
期
化
さ
れ
た
漢
代
に
お
い
て
完
城
旦
春
の
下
の
三
歳
刑
と
な
る
。
そ
れ
故
、
刑
期
の
な
か
っ
た
泰
代
に
お
い
て

- 13ー

も
、
労
役
強
度
の
重
い
順
に
城
旦
春
l
鬼
薪
白
祭
|
隷
臣
妾
と
い
う
刑
罰
瞳
系
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
刑
期
と
レ
う
単

一
の
基
準
に
よ

っ
て
直
線
的
に
整
序
さ
れ
た
漢
の
刑
罰
瞳
系
を
そ
の
ま
ま
秦
律
の
世
界
に
あ
て
は
め
て
よ
い
の
か
、
少
し
く
疑
問
が
あ
る
。
そ

も
そ
も
「
傍
役
の
強
度
」
の
み
に
よ

っ
て
刑
罰
を
数
段
階
に
わ
た

っ
て
等
級
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
秦
律
の
な
か
で
は
城
旦
刑
徒
も
隷
臣
刑

〈

必

)

徒
も
似
た
よ
う
な
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
南
者
の
聞
に
傍
役
の
辛
さ
に
お
い
て
遣
い
が
あ
っ
た
の
か
、
疑
わ
し
い
。
鬼
薪
白
祭
の
位
置
を
確

か
め
る
に
は
、
如
何
な
る
者
が
如
何
な
る
理
由
で
こ
の
刑
罰
に
嘗
て
ら
れ
る
の
か
、
刑
徒
と
し
て
如
何
な
る
扱
い
を
受
け
た
の
か
、
史
料
に
卸

し
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、

一
瞳
ど
う
い
う
罪
を
犯
し
た
者
が
鬼
薪
刑
に
つ
け
ら
れ
る
の
か
、

と
レ
う
勲
に
着
目
す
る
と
、
純
粋
に
犯
罪
内
容
の
み
を
検
討
要
素

と
し
て
鬼
薪
刑
と
量
刑
さ
れ
て
い
る
事
例
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
以
下
に
史
料
を
列
奉
し
よ
う
。

(《
奏
謝
書
》
案
例
⑬
所
引
律
文
(
以
下

《
奏
誠
書
》
か
ら
の
引
用
は

『
文
物
』
一
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纂
塗
縦
囚
、
死
罪
困
、
鯨
篤
城
旦
、
上
造
以
上
耐
篇
鬼
薪
。
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九
九
三
年
第
八
期
、
及
び
一
九
九
五
年
第
三
期
に
掲
載
さ
れ
た
稼
文
に
接
る
。
丸
数
字
は
そ
こ
で
の
案
例
番
抗
。
)〉

囚
人
を
奪
っ
た
り
、
逃
が
し
た
り
、
故
一意
に
見
逃
し
た
り
し
、
そ
れ
が
死
罪
に
嘗
た
る
囚
人
で
あ

っ
た
場
合
、
蘇
城
E
。
上
造
以
上
は

耐
1
1

ほ
お
ひ
げ
の
除
去
|

|
鬼
薪
。

:・
・
有
震
故
秦
人
出
、
削
籍
、
上
造
以
上
馬
鬼
薪
、
公
士
以
下
刑
震
域
日
コ

・
滋
土
律

(
秦
律
雑
抄

え
『
-A
l♂
℃
∞
C
)

:
・
:
・

「放
秦
人
」
の
出
境
を
助
け
た
り
、
名
籍
か
ら
削

っ
た
り
し
た
場
合
、
上
造
以
上
は
鬼
一新
、
公
士
以
下
は
刑
|
|
肉
刑
|
|
城

日

-
滋
士
律
。

可

(
何
)
謂
贈
鬼
薪
霊
足
、
可
(何
)
謂
照
宮

0

・
臣
邦
員
戎
君
長
、
爵
嘗
上
造
以
上
、
有
罪
首
贈
者
、
其
岬府
軍
務
、

ム市
贈
鬼
薪
婆
足
。

(
法
律
答
問
乞
H
-
H
E
l
H
区
間
】
・
巴
。
)

何
を
「
贈
鬼
薪
霊
足
」
と
レ
い
、
何
を

「瞭
宮
」
と
レ
う
の
か
。

-
臣
邦
員
戎
君
長
で
簡
が
上
造
以
上
にや固
た
り
、
罪
が
あ
っ
た
場
合

摘
に
一該
蛍
す
る
者
が
、
重
盗
を
な
し
た
場
合
、

「
殿
鬼
薪
藍
足
」

にや
曲
て
る
こ
と
に
な
る。

..
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い
ず
れ
の
史
料
で
も
上
造
以
上
の
有
偶
者
に
劃
し
て
城
旦
刑
が
適
用
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
鬼
薪
刑
と
さ
れ
て
い
る。

有
爵
者
以
外
の
者
に
鬼
薪

刑
が
適
用
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
被
刑
者
の
身
分
は
特
殊
で
あ
る
。

-
諜
子
口
口
未
断
而
謹
告
人
、
其
罪
首
刑
城
旦
、
耐
以
震
鬼
薪
市
藍
足
。
緒
諜
子
之
謂
殴
(也
)

「
.
葎
子
:
:
:
(
の
裁
剣
が
?
〉
:
:
:
ま
だ
終
了
し
な
い
う
ち
に
〔
そ
の
藻
子
が
〕
人
を
謹
告
し
、

(
M
M
)
 

合
、
耐
し
て
鬼
薪
盗
足
と
す
る
。
」
葎
子
に
足
か
せ
を
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

(
法
律
答
問
巴
H
J
H
S
l
H
H
0・
℃
・
戸
。
〉

そ
の
罪
が
刑
城
旦
に
相
首
す
る
場

夜
子
獄
未
断
市
誼
〔
告
人
、
其
罪
〕
首
刑
鬼
薪
、
勿
刑
、
行
其
耐
、
有
(
叉
)
殺
(
繋
)
城
日
一六
歳
。

信
用
鬼
薪
未
断
、
以
首
刑
隷
臣
及
完
城
旦
謹
告
人
、
是
謂
首
刑
鬼
薪
。

可
(
何
)
謂
嘗
刑
魚
鬼
薪。

-
蛍
耐

(
法
律
答
問
丘
町-
H
H
H
l
H
H
N
匂・
巴。
)

「
碩
子
の
裁
剣
が
ま
だ
終
了
し
な
い
う
ち
に
〔
そ
の
葎
子
が
〕
人
を
謹
告
し
、
そ
の
罪
が
刑
鬼
薪
に
相
賞
す
る
場
合
、
肉
刑
を
加
え
て

は
な
ら
ず
、
耐
刑
で
す
ま
せ
、
そ
の
う
え
で
六
年
間
城
旦
と
し
て
の
強
制
第
働
に
就
け
よ
。
」
何
を

「
刑
鬼
薪
に
相
賞
す
る
」
と
し
う



の
か
。
・
耐
鬼
薪
に
相
賞
す
る
罪
を
犯
し
、
裁
判
が
終
了
し
な
い
う
ち
に
、
刑
隷
臣
な
い
し
完
城
旦
に
相
嘗
す
る
罪
で
人
を
謹
告
し
た

場
合
、
こ
れ
を
「
刑
鬼
薪
に
相
嘗
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

必

〉

(

必

〉

「
葎
子
」
は
「
任
子
」
と
も
「
高
官
が
差
し
出
す
人
質
」
と
も
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
肉
刑
に
相
嘗

す
る
罪
を
犯
し
て
も

う
。
こ
こ
で
も
鬼
薪
刑
の
封
象
と
な
る
の
は
特
別
な
身
分
の
者
で
あ
っ
た
。

「
刑
す
る
な
か
れ
」
と
さ
れ
る
、

刑
罰
上
有
傷
者
と
同
様
の
恩
典
を
期
待
し
得
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

以
上
が
秦
簡
に
見
え
る
事
例
で
あ
る
が
、
史
書
に
も
以
下
の
二
例
が
見
い
だ
せ
る。

長
信
侯
〔
謬
〕
毒
範
を
作
さ
ん
と
し
て
費
し
、
王
の
御
璽
及
び
太
后
の
璽
を
矯
め
て
以
て
豚
卒
及
び
衛
卒

・
官
騎
・
戎
翠
君
公

・
舎
人
を

援
し
、
絡
に
斬
年
宮
を
攻
め
て
凱
を
な
さ
ん
と
す
。
:
:
:
毒
等
敗
走
す
。
卸
ち
に
圏
中
に
令
し
、
毒
を
生
得
す
る
有
ら
ば
銭
を
賜
う
こ
と

百
高
、
こ
れ
を
殺
さ
ば
五
十
菌
、
と
。
牽
く
毒
等
を
得
た
り
。
衡
尉
端
・
内
史
慰
・
佐
品
、
靖
・
中
大
夫
令
斉
等
二
十
人
は
皆
な
泉
首
。

車

裂
し
て
以
て
伺
え
、
そ
の
宗
を
滅
す
。
及
び
そ
の
舎
人
、

軽
き
者
は
鬼
薪
と
な
し
、
及
び
倒
防
を
奪
い
て
萄
に
濯
す
こ
と
四
千
絵
家
、
房
陵

(
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
〉

に
家
せ
し
む
。
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軽
い
者
、

こ
こ
に
は
摩
毒
の
範
(
始
皇
九
年
(
前
二
三
八
〉
〉
卒
定
後
の
底
分
が
記
さ
れ
て
い
る
。

少
し
剣
然
と
し
な
い
が
、
鬼
薪
刑
と
さ
れ
た
舎
人
は
罪
の

か
つ
有
爵
者
で
あ

っ
た
と
お
ぼ
し
い
。

上
造
以
上
、

及
び
内
外
公
孫
耳
孫
の
、

罪

刑
に
嘗
た
る
及
び
城
旦
春
と
信
用
す
に
蛍
た
る
者
有
ら
ば
、

皆
耐
し
て
鬼
薪
白
祭
と
震
せ
。

(
『
漢
書
』
巻
二
恵
一帝
紀
〉

こ
れ
は
恵
帝
卸
位
の
詔
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
諸
々
の
思
典
の
な
か
に
上
造
以
上
等
が
肉
刑
及
び
城
旦
春
に
相
首
す
る
罪
を
犯
し
た
場

合
、
耐
鬼
薪
白
祭
と
せ
よ
、
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
。
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以
上
に
紹
介
し
た
の
が
、
文
一
一
帝
の
刑
制
改
革
以
前
に
お
い
て
、
だ
れ
が
、
何
を
し
た
結
果
鬼
薪
自
祭
刑
と
さ
れ
る
の
か
が
剣
明
す
る
、
管
見

の
限
り
で
す
べ
て
の
史
料
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
犯
罪
内
容
の
み
に
よ
り
鬼
薪
白
祭
が
引
き
嘗
て
ら
れ
た
事
例
は
見
ら
れ
ず
、
必
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ず
犯
罪
者
の
身
分
が
量
刑
の
要
素
と
し
て
絡
ん
で
き
て
い
る
。

一
艦
、
睡
虎
地
秦
律
に
お
い
て
犯
罪
内
容
の
睦
重
に
よ
っ
て
刑
が
遁
滅
す
る
場
合
、
城
旦
春
↓
殺
臣
妾
と
い
う
闘
係
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

鬼
薪
白
祭
が
そ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
は
な
い
。

捕
貸
罪
、
聞
端
以
創
及
兵
刃
刺
殺
之
、

(
法
律
答
問
印
門司
-
H
N
ι

・℃・

5
3

貨
罪
捕
獲
の
際
、
故
意
に
剣
な
い
し
武
器
で
こ
れ
を
刺
殺
し
た
場
合
、

何
と
量
刑
す
る
の
か
。
殺
し
た
場
合
は
完
城
旦
、
傷
つ
け
た
場

可
(
何
)
論
。
殺
之
、
完
震
域
日
一、
傷
之
、
耐
震
隷
臣
。

合
は
耐
隷
臣
。

犯
罪
の
樫
重
に
針
躍
す
る
か
た
ち
で
城
旦
春

鬼

薪

白

祭

隷
臣
妾
と
い
う
直
線
的
な
瞳
系
が
存
在
し
て

レ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
事
寅

か
ら
も
窺
え
よ
う
。
鬼
薪
白
祭
は
確
か
に
城
旦
春
よ
り

「軽
い
」
労
役
刑
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
城
旦
に
嘗
て
ら
れ
る
者
よ
り
も
罪
が
軽
い
た
め

に
鬼
薪
に
蛍
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

秦
の

「傍
役
刑
」

を
無
期
と
す
る
立
場
か
ら
は

前
述
の
通
り

刑
の
軽
重
は
労
役
の
強
度
に
よ

っ
て
つ
け
ら
れ
た

と
震
想
さ
れ
て
い

- 16-

る
。
罪
の
軽
重
と
封
臆
す
る
城
旦
|
隷
臣
の
差
異
は
そ
れ
に
よ

っ
て
説
明
で
き
も
し
よ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
い
わ
ば
身
分
の
官
同
下
に
劉
躍
す
る

城
旦
|
鬼
薪
の
差
異
も
労
役
強
度
の
騒
重
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
城
旦
1

鬼
薪
の
差
異
に
関
し
て
は
む
し
ろ
次
の
史
料
に
注
目
す
‘
べ
き
で

あ
ろ
う
。

@
公
士
以
下
居
贈
刑
罪
、

死
罪
者
、
居
於
城
旦
春
、
⑧
母
赤
其
衣
、
勿
拘
槙
裸
杖
。
@
鬼
薪
白
祭
、

霊
下
吏
母
耐
者
、
@
人
奴
妾
居
贈
賞

責

(
債
)
於
城
旦
、
皆
赤
其
衣
、
拘
槙
裸
杖
、
将
司
之
。

:
:
〈
秦
律
十
人
種

司
空
律
三
円
・
ロ

ω
l
E
0・℃
-
E)

@
公
土
以
下
で
刑
罪
、
死
罪
を
労
働
で
贈
す
者
は
、
城
旦
春
の
傍
役
に
就
き
、
⑮
そ
の
衣
服
を
赤
く
せ
ず
、
か
せ
も
は
め
な
い
。

O
鬼

薪
白
祭
、
霊
下
の
吏
で
耐
罪
で
な
い
者
、
⑮
私
人
の
奴
妾
で
隈
刑
・
貸
刑
・
負
債
に
よ
っ
て
城
日
一の
労
役
に
就
く
者
は
、
み
な
衣
服
を

赤
く
し

か
せ
を
は
め
、
監
督
を
つ
け
る
。

こ
の
候
文
は
城
E
春
の
傍
役
に
就
く
者
が
か
せ
を
は
め
ら
れ
ず
、
鬼
薪
白
血
米
の
者
が
か
え
っ
て
そ
の
待
遇
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
錯
簡
が



(

必

〉

あ
る
と
考
え
る
む
き
も
あ
り
、
堀
毅
氏
は

@
@
O
@と
な
ら
び
か
え
ら
れ
る
。
こ
の
訂
正
案
に
よ
る
な
ら
、

|
|
衣
を
赤
く
し
、
か
せ
を
は
め
ら
れ
る
。

城
旦
春
の
労
役
に
就
く
者

鬼
薪
白
祭
の
傍
役
に
就
く
者
|
|
衣
を
赤
く
せ
ず
、

か
せ
も
は
め
ら
れ
な
い
。

と
い
う
遣
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
衣
を
赤
く
す
る
と
い
う
待
遇
は
周
知
の
よ
う
に
奴
隷
に
射
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
。

越
王
敢
に
随
い
て
長
安
に
至
る
。

唯
だ
孟
脅
・
回
叔
等
十
齢
人
の
み
、

衣
を
描
く
し
自
ら
莞
紺
し
、

王
家
の
奴
と
稽
し
、

(
『
史
記
』

巻

一O
四
回
叔
列
停
〉

つ
ま
り
赤
い
衣
の
着
用

を
強
い
ら
れ
て
視
魔
的
に
、
明
ら
か
に
奴
隷
扱
い
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
人
の
自
に
は
諦
衣
を
着
用
す

こ
れ
に
擦
る
な
ら
、
城
旦
と
鬼
薪
の
差
異
は
第
働
の
軽
重
に
よ

っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
待
遇
の
遣
い
に
よ

っ
て、

る
か
否
か
は
さ
ほ
ど
大
き
な
差
異
で
は
な
い
と
も
映
る
が
、
前
近
代
に
お
い
て
は
衣
服
そ
の
他
に
よ
る
外
見
上
の
差
異
が
身
分
標
識
と
し
て
大

(

U

)

 

き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
覗
魔
的
に
明
ら
か
に
奴
隷
と
い
う
外
見
を
強
い
ら
れ
る
か
否
か
は
大
き
な
違
い
で
あ
っ

た

- 17ー

鬼
薪
刑
が
奴
隷
の
服
装
を
さ
せ
な
い
と
い
う
黙
で
城
旦
と
異
な
る
な
ら
、
有
寄
者
・
葎
子
と
い
っ
た
特
権
保
有
者
が
鬼
薪
に
嘗
て
ら
れ
る
こ

と
も
説
明
が
つ
く
。
有
国
者
は
肉
刑
に
嘗
て
ら
れ
な
い
の
と
同
時
に
、
た
と
え
無
期
の
傍
役
に
就
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
待
遇
に
お
い
て
純
然

(
叫
叩
〉

た
る
奴
隷
扱
い
は
き
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
黙
で
そ
の
身
分
轄
落
を
防
止
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
働
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
鬼
薪
白
祭
に
附
加
さ
れ
る
刑
罰
に
改
め
て
注
目
す
る
と
、
原
則
的
に
は
肉
刑
と
併
加
さ
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
確
か
に

「
肉
刑

+

鬼
薪
自
祭
」
と
い
う
刑
名
は
睡
虎
地
秦
簡
の
な
か
に
一
例
の
み
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
背
景
は
か
な
り
特
殊
で

あ
る
。

葎
子
獄
未
断
而
謹
〔
告
人
、
其
罪
〕
嘗
刑
鬼
薪
、
勿
刑
、
行
其
耐
、
有
〈
叉
)
毅
(
繋
〉
城
旦
六
歳
。
可
(
何
〉
謂
嘗
刑
震
鬼
薪
。
-
嘗
耐
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信
用
鬼
薪
未
断
、
以
嘗
刑
隷
臣
及
完
城
旦
謹
告
人
、
是
謂
嘗
刑
鬼
薪
。

(
法
律
答
問
鬼
門
・
口
H
l
H
R
M
M
-
H
N
O
(
前
引
)
〉
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「
刑
鬼
薪
」
刑
は
耐
鬼
薪
に
相
賞
す
る
罪
で
取
調
べ
ら
れ
て
い
た
藻
子
が
刑
隷
臣
か
完
城
旦
に
相
賞
す
る
罪
を
謹
告
し
た
場
合
、
と
い
う
複
雑

こ
に
「
刑
鬼
薪
」
と
は
何
か
、

な
経
緯
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
賓
際
に
は
肉
刑
は
適
用
さ
れ
ず
、
耐
鬼
薪
+
城
旦
の
労
役
六
年
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ

と
レ
う
瑳
聞
が
あ
る
こ
と
自
韓
、

そ
れ
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
は
い
ま
い
か
。
鬼
薪
白

祭
に
原
則
と
し
て
肉
刑
が
併
加
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
鬼
薪
刑
の
性
格
、
鬼
薪
刑
に
嘗
て
ら
れ
る
者
の
身
分
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。以

上
要
す
る
に
、
城
旦
刑
が
「
罪
犯
奴
隷
」
と
し
て
身
分
の
轄
落
を
倖
う
1

1
あ
る
い
は
身
分
の
輔
落
に
伴

っ
て
然
る
べ
き
労
役
に
就
け
ら

れ
る
|
|
の
に
劃
し
て
、
鬼
薪
白
祭
は
1
1
1
確
か
に
無
期
務
役
刑
で
は
あ
ろ
う
が
|

|
待
遇
に
お
い
て
城
旦
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。

秦
の

「労

役
刑
」
は
勢
役
の
強
度
の
み
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
待
遇
の
仕
方
等
の
複
数
の
要
素
に
よ

っ
て
刑
罰
盟
系
の
な
か
に
位
置

身分 低 ーー砂 高

擁 城旦春 鬼薪白祭

無期の努働〈重〉 無期の労働〈重〉

重 赤衣 ・かせ 赤奈かを

子孫も

↓ 

隷匡妾

軽 無期の努働〈軽〉

子孫も

づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
城
旦
春

・
鬼
薪
白
祭

・
隷
臣
妾
の
三
者
に
つ
い

- 18ー

て
大
ま
か
に
固
式
化
す
れ
ば
上
国
の
よ
う
に
な
る
。

城
日
一
春
に
一
詔
賞
す
る
有
偶
者
は
原
則
的
に
は
鬼
薪
白
祭
に
嘗
て
ら
れ
て
傍
役
に
服
す
こ
と
に
な
る

〈

ω)
が
、
少
な
く
と
も
外
見
に
お
い
て
は
奴
隷
扱
い
さ
れ
ず
に
済
ま
さ
れ
る
。
前
段
で
検
討
し
た
通
り
、
秦

の

「傍
役
刑
」
に
は
身
分
刑
的
要
素
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
有
国
酎
者
に
適
用
さ
れ
ん
と
し
た
場
合
に

も
爵
の
持
つ

「身
分
轄
落
の
防
止」

機
能
が
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
表
れ
が
城
旦
春
か
ら
鬼
薪
白
祭

へ
の
換
刑
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
《
奏
識
書
》

に
は
二
つ
の
侵
減
記
事
が
み
え
る
。
ま
ず
案
例
⑪
で
は
五
大
夫
の
爵
を
持
つ

者
が
耐
隷
臣
に
相
嘗
す
る
罪
を
犯
し
た
と
き
「
爵
賞
を
以
て
克
ず
る
な
か
れ。」

と
さ
れ
て
お
り
、

さ

ら
に
案
例
⑮
で
は
左
庶
長
が
鯨
城
旦
に
相
嘗
す
る
罪
を
犯
し
た
と
き
「
刑
に
や
固
た
る
者
は
刑
し
、

届肘
も

て
減

・
克

・
贈
す
る
を
得
る
な
か
れ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
前
漢
最
初
期
の
案
例
で
あ
る
が
、



案
例
⑭
か
ら
は
有
爵
者
は
隷
臣
刑
の
回
避
を
も
期
待
し
得
た
こ
と
が
窺
え
る
。
隷
臣
以
外
の
如
何
な
る
刑
罰
に
換
刑
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、

身
分
刑
と
し
て
の
城
旦
・
隷
臣
刑
の
性
質
、

さ
ら
に
は

「
身
分
轄
落
の
克
除
」

と
い
う
簡
の
機
能
を
こ
こ
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き

『
周
躍
』
司
属
に
は
、

お
よ
そ
有
傷
者
と
七
十
な
る
者
と
未
だ
胤
せ
ざ
る
者
と
は
み
な
奴
と
な
さ
ず
。

と
い
う
件
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
周
制
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、

秦
代
の
制
度
の
一
面
を
反
映
し
た

(

印

〉

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

る

_._ 
J、
漢
代
に
お
け
る
爵
と
刑
罰

い
わ
ゆ
る
「
労
役
刑
」

に
身
分
刑
的
要
素
が
潜
み
、
む
し
ろ
身
分
の
降
下
こ
そ
が
本
来
的
に
は
刑
の
主
眼
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
生

- 19ー

み
出
さ
れ
た
刑
徒
の
努
働
力
が
次
第
に
国
家
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
レ
っ
た
こ
と
も
事
寅
で
あ
る
。
秦
の
「
傍
役
刑
」
が
結
局
そ
の
作
業
内
容

に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
「
傍
役
刑
」
の
重
黙
は
「
ど
の
程
度
使
役
で
き
る
刑
徒
か
」
と
い
う
黙

に
移
っ
て
ゆ
き
、
身
分
刑
的
要
素
は
相
調
的
に
薄
ま
っ
て
い

っ
た
。

文
一
帝
十
三
年
の
肉
刑
鹿
止
・
労
役
刑
の
有
期
化
に
至
っ
て
、
刑
徒
に
お
と

「労
役
刑
」
の
身
分
刑
的
側
面
は
ほ
ぼ
排
拭
さ
れ
て
し

さ
れ
る
こ
と
は
終
身
の
、
と
も
す
れ
ば
子
孫
に
ま
で
至
る
身
分
降
下
で
は
な
く
な
り
、

ま
う
。
こ
こ
に
き
て
身
分
轄
落
の
防
止
と
い
う
爵
の
機
能
も
、
そ
の
数
力
を
護
揮
す
る
場
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

，従
来
、
漢
代
に
お
い
て
も
簡
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
刑
罰
の
減
尭
が
期
待
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
根
擦
と
な
る
史
料

を
子
細
に
検
討
す
る
と
、

ハ
日
〉

る
。
以
下
に
い
く
ら
か
氏
の
指
摘
を
補
完
し
て
み
よ
う
。

爵
が
自
動
的
に
刑
罰
を
減
売
し
た
と
い
う
誼
左
が
貫
は
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
、

冨
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
た
逼
り
で
あ

(

回

)

か
つ
て
詮
左
の
一
つ
と
し
て
奉
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
買
爵
に
よ
る
刑
罰
の
減
売
で
あ

っ
た
。
だ
が
漢
代
に
お
い
て
買
震
に
よ
り
刑
罰
が
減
売
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さ
れ
た
ゆ
え
ん
は
簡
の
代
債
と
し
て
国
家
に
納
め
ら
れ
る
金
銭
・
穀
物
に
あ
っ
た
。
冨
谷
氏
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
こ
こ
で
爵
が
果
た
し
て
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い
る
役
割
は
金
銭
に
換
わ
る
「
切
符
」
と
し
て
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い。

勿
論
わ
ざ
わ
ざ
「
切
符
」
と
し
て
傍
が
購
入
さ
れ
る
の
に
は
相
躍
の
理
由
が
あ

っ
た
。
元
来
は
留
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
国
位
に

ふ
さ
わ
し
い
待
遇
が
興
え
ら
れ
、
刑
罰
の
適
用
に
お
い
て
も
有
国肘者
と
し
て
慮
遇
さ
れ
た
、

つ
ま
り
身
分
轄
落
の
回
避
が
期
待
で
き
た
と
い
う

前
史
が
そ
の
背
景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

文
一帝
の
時
、
量
錯
の
上
言
に
よ
り
買
俸
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
貰
り
出
さ
れ
た
簡
の
債
格
と
し
て
「
上
造
」
の
そ
れ
が
ま
ず
明
記
さ
れ
て

(

臼

〉

(

臼

)

い
る
。
こ
の
上
言
は
文
一
帝
十
三
年
の
刑
制
改
革
以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
上
言
の
時
貼
で
は
慢
に
は
刑
罰
を
減
克
す
る
機
能

罪
」
を
望
む
者
は
上
造
以
上
の
待
遇
を
得
ね
ば
意
味
が
な
く
、

が
、
具
瞳
的
に
は
上
造
以
上
の
爵
を
保
有
す
る
者
に
肉
刑
回
避
を
認
め
、
そ
の
身
分
轄
落
を
防
止
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
た
。
従

っ
て
「
克

そ
れ
故
に
爵
一
級
の
値
段
で
は
な
く
、

上
造
の
債
格
が
一
爪
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う

「
い
く
ら
金
銭
を
支
排
う
か
」
に
で
は
な
く

「上
造
の
簡
を
得
る
こ
と
」
に
意
義
が
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
刑
制
改
革
を
経

- 20ー

て
、
爵
自
髄
は
法
適
用
に
お
い
て
そ
の
機
能
を
失
う。

以
後
も
刑
の
減
克
を
求
め
る
者
に
震
が
買
り
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
以
前
と
同
様
の
形

態
を
と
り
は
す
る
も
の
の
、
刑
の
滅
菟
が
得
ら
れ
る
ゆ
え
ん
は
異
な
る
。
購
入
さ
れ
た
鶴
自
睦
に
は
す
で
に
刑
罰
減
兎
の
機
能
は
な
く
、
代
債

と
し
て
園
家
に
納
め
ら
れ
る
金
銭
・
穀
物
が
減
克
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
も
は
や

「上
造
の
値
段
」
が
間
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

さ
て
漢
代
に
は
も
う
一
つ
、
爵
に
よ
る
刑
罰
減
克
を
裏
附
け
る
が
如
き
現
象
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
爵
を
奪
う
こ
と
を
も

っ
て
刑
罰
と
す
る

「
奪
爵
」
の
記
事
で
あ
る
。
『
漢
書
』
景
一
帝
紀
に
は
昔
の
職
種
を
利
用
し
て
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
官
吏
へ
の
慮
罰
と
し
て
、
有
傷
者
に
は
奪
倭

(

臼

)

〈

白

山

)

が
、
無
傷
者
に
は
罰
金
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
西
嶋
氏
は
こ
れ
を
「
有
偶
者
は
奪
慢
の
み
で
許
さ
れ
た
」

と
理
解
す
る
。
し
か
し
奪

傍
と
い
う
慮
分
が
一
概
に
恩
恵
措
置
・

寅
質
的
な
減
刑
ー
ー
よ
り
損
害
の
多
い
刑
罰
が

奪
慢
に
よ
り
減
克
さ
れ
る
ー
ー
を
意
味
し
て
い
る

の

か
、
疑
問
が
あ
る
。

(
前
二
三
五
)
に
呂
不
舎
が
死
亡
し
た
際
に
は
、

奪
爵
は
泰
代
よ
り
見
え
る
。
始
皇
七
年
の
嬢
毒
の
飢
卒
定
後
に
は
そ
の
一
涯
が
奪
簡
の
上
で
萄
に
迭
ら
れ
(
前
述
)
、

(

貯

〉

そ
の
葬
儀
に
臨
み
突
し
た
合
人
が
奪
爵
の
上
で
遜
徒
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
追
放

同
じ
く
始
皇
十
二
年



(
回
〉

に
と
も
な
う
市
民
擢
の
剥
奪
と
理
解
で
き
よ
う
。

一
方
で
少
し
趣
を
異
に
す
る
奪
寄
が

『尉
緒
子
』
に
見
え
る
。

三
軍
大
い
に
戦
い
、
も
し
大
将
死
し
て
従
吏
五
百
人
己
上
敵
に
死
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
斬
。

大
将
の
左
右
近
卒
の
陳
(
陣
〉
中
に
在

る
者
は
皆
な
斬
。
徐
の
士
卒
の
軍
功
有
る
者
は
一
級
を
奪
い
、
軍
功
無
き
者
は
成
三
歳
。

(
兵
令
下
〉

軍
事
行
動
中
の
令
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
功
績
の
有
っ
た
者
、

つ
ま
り
震
を
獲
得
し
た
者
か
ら
は
そ
の
慢
を
奪
い
、
功
績
の
な
い
者
、
つ
ま
り

ハ
印
)

『
尉
緒
子
』
は
戦
園
末
期
、

秦
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

爵
の
な
い
者
は
民
三
年
に
や
田
て
る
と
い
う
規
定
が
見
え
る
。

そ
の
時
貼
で
の
秦
の
刑
罰
盟
系
に
お
い
て
、

「
成
三
歳
」
と
は
期
限
附
き
の
傍
役
刑
を
意
味
す
る
。

秦
代
に
は
期
限
附
き
で
傍
役
に
就
け
ら
れ
る
刑
徒
も
い
た
。

な
い
し
費
刑
(
罰
金
刑
)
に
慮
せ
ら
れ
た
者
が
金
銭
に
よ

っ
て

(

印

〉

一
日
八
銭
の
換
算
で
労
役
に
就
く
、
と
い
う
か
た
ち
で
生
ず
る
。
こ
う
し
た
刑
徒
は
完
済
の
瞬
に

そ
れ
は
膿
刑
、

そ
れ
ら
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、

は
身
柄
を
放
克
さ
れ
る
者
で
あ
り
、
終
身
身
分
の
無
期
刑
徒
と
は
性
質
に
お
い
て
全
く
異
な
る
。
秦
の
刑
罰
睦
系
に
は
死
刑
・
肉
刑
・

刑
」
の
他
に
こ
う
し
た
財
産
刑
が
存
在
し
、
そ
こ
で
「
財
産
」
と
認
め
ら
れ
る
の
は
金
銭
な
い
し
金
銭
に
換
算
さ
れ
る
労
働
力
で
あ

っ
た
。
さ

「
傍
役

- 21ー

き
の
『
尉
綾
子
』
で
は
「
国
一
級
」
が
「
成
三
歳
」
と
等
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
事
か
ら
秦
に
お
け
る

「財
産
」
に
は
爵
も
含
ま
れ
た
こ

こ
こ
で
の
奪
爵
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
園
家
へ

の
財
産
提
出
が

求
め
ら
れ
た
際
の
、

と
が
見
て
取
れ
る
。

そ
の
納
付
手
段
の
一
選
揮
肢
で
あ

り
、
他
の
手
段
と
同
じ
重
さ
で
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
景
一
帝
紀
に
見
え
る
奪
慢
な
い
し
罰
金
と
い
う
慮
分
規
定
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ

ハ
侃
〉

ぅ
。
こ
れ
を
後
代
の
購
刑
、

つ
ま
り
財
産
を
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
本
刑
を
特
別
に
克
除
し
て
も
ら
う
、
金
銭
で
済
ま
せ
て
も
ら
う
と
い
う

一

種
の
減
刑
措
置
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
財
産
刑
が
あ
く
ま
で
本
刑
で
あ
り
、
信
町
・
金
銭
・
第
働
に
よ

っ
て
そ
れ
が
支
携
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。だ

が
こ
う
し
た
事
例
を
除
外
し
て
も
、
な
お
漢
代
の
奪
傍
の
な
か
に
は
明
ら
か
に
減
刑
措
置
と
見
る
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
最
も
早

ハ
臼
)

い
例
が
糞
韻
侯
劉
信
の
倒
爵
で
、
呂
后
元
年
(
前
一
八
七
〉
に
罪
を
犯
し
て
僧
位
を
関
内
侯
に
医
さ
れ
て
い
る
。

ハ
臼
)

す
こ
と
に
よ
り
、
本
刑
は
克
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
確
か
に
爵
が
刑
罰
減
売
に
機
能
し
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
列
侯
慢
を
差
し
出

661 
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但
し
二
つ
の
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
に
刑
を
減
売
す
る
た
め
に
差
し
出
さ
れ
た
霞
位
は
ほ
と
ん
ど
が
列
侯
の
そ
れ
で
あ

と
の
列
侯
と
い
う
傍
位
は
二
重
性
を
備
え
て
い
た
。
ま
ず
二
十
等
鰐
制
中
の
最
高
位
(
徹
侯
〉

を
持
つ
者
が
列
侯
と
さ
れ
る
。

さ

ら
に
漢
代
に
は
「
鶴
二
等
」
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
。
司
馬
遁
は

『
史
記
』
漢
輿
以
来
諸
侯
王
年
表
の
冒
頭
に
お
い
て
、
西
周
五
等
倭
の
読

明
に
績
き
「
漢
輿
り
、
ニ
等
を
序
す
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
二
等
」
は

「
王」

っ
た
こ
と
。

(
諸
侯
王
〉
と

「侯」

(諸
侯
)
の
地
位
で
あ
る
。

つ
ま

り
漢
代
に
お
い
て
は
二
等
寄
制
と
二
十
等
倭
制
と
い
う
こ
つ
の
韓
系
が
存
在
し
、
雨
者
は
「
侯
」
と
「
徹
侯
」
が
重
な
る
か
た
ち
で
接
績
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
じ
た
「
列
侯
」
の
二
面
性
を
奈
川邑
は
こ
う
整
理
す
る
。

子
弟
の
封
ぜ
ら
れ
て
侯
と
な
る
者
、

こ
れ
を

「諸
侯
」
と
謂
う。

霊
臣
異
姓
の
功
有
り
て
封
ぜ
ら
る
る
者
、
こ
れ
を

「徹
侯
」
と
謂
う
。

後
武
一
帝
一
の
韓
を
避
け
、
改
め
て
通
侯
と
い
う
。
法
律
家
は
皆

「列
侯
」
と
い
う
。

(
『
猫
断
』
)

察
邑
も
指
摘
す
る
、
通
り
、
王

・
侯
の
二
等
爵
は
宗
室
の
露
で
あ
る
。
吉
岡
租
の
末
年
に
は
異
姓
諸
侯
王
は
ほ
ぼ
淘
汰
さ
れ

「劉
氏
に
非
ず
し
て

- 22一

一
方
で
多
く
の
王
の
子
弟
が

「
王
子
侯
」
と
し
て
侯
の
位
に
充
て
ら
れ
た
。

二
十
等

(

臼

〉

簡
の
最
上
級
、
徹
侯
は
宗
室
の
南
町
に
比
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
従
っ

て
列
侯
の
爵
を
得
び
る
こ

王
た
る
者
は
、

天
下
共
に
こ
れ
を
諒
せ
」
と
さ
れ
た
し
、

と
は
宗
室
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
代
に
お
い
て
皇
帝
の
近
親
、

宗
室
は
法
適
用
に
際
し
て
特
別
な
待
遇
を
う
け
る
よ
う
に

な
る
。
列
侯
爵
が
減
刑
に
機
能
す
る
理
由
は
二
十
等
鋳
制
の
原
理
か
ら
よ
り
も
、
宗
室
成
員
へ

の
慮
遁
と
い
う
視
貼
か
ら
と
ら
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。一

方
、
僅
か
な
例
で
あ
る
が
闘
内
侯
以
下
の
爵
位
を
吐
き
だ
す
こ
と
に
よ

っ
て
刑
罰
が
減
克
さ
れ
て
い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
成
一
帝

の
時
、
関
内
侯
陳
湯
は
死
刑
に
相
首
す
る
罪
を
犯
す
が
、
最
終
的
に
は

「奪
爵
し
て
士
伍
と
な
す
」
と
い
う
慮
置
で
憤
ま
さ
れ
て
い
る
(
『
漢
書
』

巻
七

O
際
湯
停
)
。
但
し
こ
う
し
た
事
例
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
自
動
的
に
奪
簡
が
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
こ
に
は
常
に
皇
帝
の
意
志
が
働
い

て
い
る
。
こ
れ
が
注
意
す
べ
き
第
二
貼
目
で
あ
る
。
陳
湯
の
事
例
で
は
谷
永
が
減
刑
を
求
め
る
上
疏
を
行
い
、

こ
れ
を
承
け
て
皇
帝一
が
死
刑
を

奪
慢
に
換
え
た
。
奪
慢
で
済
ま
せ
る
と
い
う
減
刑
措
置
が
皇
帝
の
特
別
な
恩
寵
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
列
侯
届
肘
が
奪
わ
れ
る
事
例
に
お
い
て
も
開



(

邸

〉

々
看
取
で
き
る
。

か
く
て
奪
鰐
が
減
刑
措
置
と
し
て
機
能
す
る
事
例
に
は
以
上
の
よ
う
な
但
し
書
き
が
附
き
、
結
局
慢
が
自
動
的
に
刑
罰
を
減
売
す
る
現
象
は

漢
代
に
お
い
て
は
見
あ
た
ら
な
い
。
肉
刑
が
廃
止
さ
れ
、

「
労
役
刑
」
が
有
期
化
し
、
刑
罰
の
身
分
刑
的
要
素
が
消
滅
し
た
と
き
、
爵
が
法
適

用
に
お
い
て
果
た
す
役
割
も
消
滅
、
あ
る
い
は
そ
の
姿
を
襲
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

結

語

戦
園
時
代
、
園
君
に
よ
る
人
民
管
理
の
た
め
に
整
備
さ
れ
活
用
さ
れ
た
結
果
、
寄
制
|
|
と
り
わ
け
戟
園
秦
の
そ
れ
ー
ー
は
何
や
ら
人
魚
的

〈

印

)

な
、
後
渡
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
起
源
は
古
く
、
春
秋
以
前
の
身
分
構
造
を
引
き
ず

っ
て
い
る
部
分
を
残

し
て
い
る
。
爵
が
庶
民
に
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
制
度
が
整
え
ら
れ
で
も
、
爵
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
身
分
制
度
に
は
前
代

の
面
影
が
引
き
継
が
れ
た
。
刑
罰
も
ま
た
そ
の
起
源
は
古
い
。
園
君
の
刑
罰
権
が
強
化
さ
れ
、
刑
罰
適
用
の
前
提
と
な
る
成
文
法
が
整
理
さ
れ

て
い
っ
て
も
、
刑
罰
が
刑
罰
た
り
得
る
原
理
、
身
分
に
よ
る
待
遇
の
差
異
が
一
時
に出変
化
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
有
爵
者
の
身
分
轄
落
を
引

- 23ー

き
起
こ
す
よ
う
な
刑
罰
適
用
が
回
避
さ
れ
た
背
後
に
は
こ
う
し
た
新
奮
混
在
し
た
枇
舎
朕
況
が
あ
る
。

新
た
な
秩
序
韓
系
、
新
た
な
刑
罰
瞳
系
が
如
何
な
る
段
階
を
踏
ん
で
構
築
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
経
過
を
事
細
か
に
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
史
料
に
残
る
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
か
ら
そ
の
全
盤
的
な
方
向
を
跡
守
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る。

と
り
わ
け
文
一
一帝
十
三
年
の
肉
刑

の
麿
止

「
労
役
刑
」
の
有
期
化
と
い
う
刑
制
改
革
は
刑
罰
原
理
の
痩
化
を
示
す
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
刑
罰
に
潜
ん
だ
身
分

刑
的
要
素
が
梯
拭
さ
れ
、
刑
罰
は
あ
る
意
味
で
「
数
量
化
」
さ
れ
た
。

健
制
も
ま
た
襲
化
す
る
。
民
鰐
賜
興
に
よ
り
一
般
庶
民
を
も
包
括
し
た
身
分
盟
系
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
名
籍
に
必
ず
鰐
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位
が
記
さ
れ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
現
象
で
は
あ
る
。
し
か
し
民
爵
賜
輿
は
所
詮
三
園
時
代
に
な
る
と
殆
ど
意
味
を
も
た
な
く
な
る
も
の
で

あ
る
。
漢
代
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
賜
簡
が
行
わ
れ
る
紋
況
の
な
か
で
、
果
た
し
て
簡
が
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
疑
問
の
目
が
向
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け
ら
れ
て
む
し
ろ
蛍
然
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば

ロ
l
ウ

ェ
イ

P
242・
ζ
む
氏
は
前
漠
後
牢
期
に
お
い
て
民
侵
賜
興
が
す
で
に
政
治
的
道
具
と

(
m
w
〉

(伺〉

化
し
て
い
た
と
す
る
し
、
佐
竹
靖
彦
氏
は
近
年
公
に
さ
れ
た
論
考
の
な
か
で
、
二
十
等
霞
制
を
特
殊
秦
代
的
な
も
の
と
断
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
鰐
制
的
秩
序
は
漠
代
を
通
じ
て
形
骸
化
の
道
を
た
ど

っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
か
わ

っ
て
官
秩
的
秩
序
が
ム
次
第
に
重
要
性
を
増
し
て
い

っ
た

(

印

〉

こ
と
、
大
庭
倫
氏
が
そ
の
長
期
的
な
展
望
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う。

こ
う
し
た
襲
化
を
う
け
て
、
本
稿
で
と
り
上
げ
た
法
律
適
用
に
際
し
て
の
特
例
措
置
も
ま
た
そ
の
姿
を
餐
え
て
行
く
。

新
た
に
構
築
さ
れ
た

制
度
は
高
位
者
の
身
柄
拘
束
、
及
び
底
分
決
定
に
際
し
て
皇
帝一
の
意
向
が
問
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

(

m
山

)

そ
の
か
た
ち
を
整
え
て
ゆ
く
。
奮
稿
で
明
ら
か
に
し
た
如
く
、
こ
の
制
度
は
官
秩
的
秩
序
、
及
び
皇
帝
か
ら
の
近
親
の
度
合
い
を
「
高
位
」

の

且
つ
皇
帝
一
の
恩
簡
を
刑
罰
減
克
の
動
因
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
身
分
の
尺
度

・
減
刑
の
生
ず
る
所
以
に
お
い
て
前
代
の
制
度
と

基
準
に
据
え
、

ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。

註
(

1

)

宮
宅
一
九
九
八
。

(

2

)

宮
宅
一
九
九
六
。

〈
3
)

宮
宅
一
九
九
八
、
六
六
頁
。

(
4
〉
西
嶋
一
九
六

て
第
三
章

コ
一
十
等
爵
制
の
機
能
|
と
く
に
民
爵
に

つ
い
て
|
」
第
二
節
「
有
爵
者
の
特
権
ー
そ
の
一
|
」
、
二
「
刑
罰
減

苑
の
特
権
」
〈
三
三

O
頁
以
降
)
。

(
5
〉
西
嶋
一
九
六
て
第
三
章
第
二
節
、
三
四
二
良
か
ら
三
四
三
頁
、
な

十と。

〈6
〉
増
淵
一
九
六
二
。

(
7
〉
以
上
の
籾
山
設
は
籾
山
一
九
八
五
、

一
九
九
一
に
撮
る
。

(

8

)

以
上
の
富
谷
設
は
冨
谷
一
九
九
八
、
第
W
編
「
秦
漢
二
十
等
爵
制
と

「
八
議
」
の
制
と
し
て
次
第
に

24← 

刑
罰
の
減
菟
」
に
接
る。

(

9

)

例
え
ば
滋
賀
一
九
七
二
、
九
五
か
ら
九
六
頁
、
同
一
九
七
六
、
第
四

章
。

(

m

)

「爵
蔓
大
命
」
(
毛
公
鼎
)
、
「
爵
董
大
令
」
(
皐
伯
鼎
)
、
「
叉
爵

子
潤
邦
」
(
条
伯
或
段
〉
等
。

(
日
〉
「
労
」
と
四
押
す
る
の
は
玉
園
維
な
ど
。
王
氏
は
「
雨
手
奉
爵
の
形
を

象
る
、
:
・
古
の
努
有
る
者
、
留
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
労
う
。
故
に
雨

手
奉
爵
に
以
ぅ
。
」
と
す
る
(
『
王
園
維
遺
書
』

「観
堂
古
今
文
考
穆
」

毛
公
鼎
銘
考
緯
)
。

(
臼
)
場
樹
達
『
積
微
唐
金
文
設
』
巻
一
、
「
条
伯
或
段
再
践
」
参
照
。

(
日
〉
籾
山
一
九
八
五
、
「
三
爵
の
い
わ
ゆ
る
停
統
的
性
格
」
(
六
頁
以
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降)。

(日比〉

E
E
士
紡
衆
乞
師
。
季
文
子
間
師
数
於
威
武
仲
。
封
日
、
「
伐
郷
之
役
、

知
伯
寅
来
。
下
軍
之
佐
也
。
今
歳
季
(
士
紡
)
亦
佐
下
軍
。
如
伐
鄭
可

也
。
事
大
園
無
失
班
爵
市
加
敬
鷲
、
躍
。
」
〈
『
左
停
』
成
公
十
八
年
)
。

(
日
〉
爵
践
の
起
源
を
軍
隊
内
の
役
臓
名
と
す
る
理
解
は
『
漢
奮
儀
』
、
『
漢

書
』
倉
一
九
百
官
公
卿
表
爵
制
僚
師
古
注
、
『
績
漢
書
』
志
二
八
百
官

志
五
関
内
侯
篠
注
所
引
劉
昭
『
爵
制
』
等
に
見
え
る
。
西
嶋
一
九
六

て

七

O
か
ら
七
一
頁
の
一
覧
表
参
照
。
西
嶋
一
九
六
一
は
こ
う
し
た

後
代
の
注
穆
に
つ
い
て
「
あ
る
い
は
二
十
等
爵
制
は
秦
代
に
そ
れ
が
制

定
さ
れ
た
と
き
に
は
箪
職
と
劉
廃
し
て
い
た
の
で
あ
」
ろ
う
と
さ
れ
る

(
八
ニ
頁
)
。

〈
vm
〉
「
不
更
」
は
『
左
停
』
成
公
十
三
年
僚
に
、
「
庶
長
」
は
『
左
停
』

裏
公
十
一
年
僚
に
、
「
大
庶
長
」
は
『
史
記
』
径
五
秦
本
紀
(
寧
公
十

二
年
(
前
七

O
四
)
)
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。

〈
ロ
)
吉
本
一
九
九
八
、
七
三
頁
、
註
二
三
五
。

(
刊
日
)
宮
崎
一
九
六
五
、
「
七
庶
民
の
地
位
」
(
全
集
版
で
三

O
五
頁
か

ら
コ
二
八
頁
〉
。

(
四
)
冨
谷
一
九
九
八
、
一
一
一
一
一
一
一
頁
か
ら
一
一
一
一
一
一
一一頁。

〈
初
〉
滋
賀
一
九
七
六
。

(
況
)
奥
人
伐
越
、
獲
停
車
-m
以
震
閥
、
使
守
舟
。
奥
子
徐
祭
翻
舟
、
閣
以
刀

続
之
。
〈
『
左
停
』
裏
公
二
十
九
年
)
。

(
辺
〉
初
、
欝
拳
強
諌
楚
子
、
楚
子
弗
従
。
臨
之
以
兵
、
惚
而
従
之
。
欝
拳

目
、
「
吾
棚
田
君
以
兵
。
罪
莫
大
鷲
。
君
不
討
、
敢
不
自
討
乎
。
」
途
自

別
也
。
楚
人
以
潟
大
圏
、
謂
之
大
伯
。
(
『
左
俸
』
妊
公
十
九
年
)
。

(
お
)

《奏
誠
書
》

の
案
例
④
で
は
感
官
の
解
な
る
人
物
が
「
隷
」
を
安
つ

て
い
る
。
あ
る
い
は
「
隠
官
」
の
婚
姻
権
は
制
限
さ
れ
、

一
般
人
と
の

通
婚
は
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
際
官
」
に
つ
い
て
は
松
崎
一

九
九
八
・

周

一
九
九
八
に
も
言
及
が
あ
る
。
周
氏
は
秦
代
の
陶
文
か

ら
、
際
官
は
少
府
の
嵐
官
で
あ
る
左
右
司
空
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
す

zv
。

(
M
〉

『
躍
記
』

王
制
に
は
「
人
を
朝
に
爵
し
、
土
と
こ
れ
を
共
に
す
。
人

を
市
に
刑
し
、
衆
と
こ
れ
を
楽
つ
。
是
の
故
に
公
家
は
刑
人
を
畜
え

ず
。
大
夫
は
養
わ
ず
。
土
は
こ
れ
に
塗
に
遇
う
も
と
も
に
言
わ
ざ
る
な

り
。
こ
れ
を
四
方
に
界
ち
、
唯
そ
の
之
く
所
の
ま
ま
に
、
及
ぼ
す
に
政

を
以
て
せ
ず
、
亦
た
故
ら
に
生
か
さ
ざ
る
な
り
。
」
と
あ
る
。
や
や
理

念
的
に
す
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
「
刑
人
」
の
置
か
れ
た
、
何
人
と

も
伍
し
得
な
い
特
殊
な
立
場
を
窺
わ
せ
る
。

(
お
)
例
え
ば
「
輿
」
。
『
左
停
』
昭
公
四
年
「
山
人
取
之
、
豚
人
停
之
、

輿
人
納
之
、
殺
人
蔵
之
。
(
註
、

輿

・
隷
皆
賎
官
也
。)
」
な
ど
。
「
輿

人
」
が
一
種
の
身
分
呼
稽
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
吉
本
一
九
八
六
、

一
六
頁
、
註
⑬
参
照
。

(
お
)
白
川

一
九
七
三
、
五
二
七
頁。

(
幻
〉
諸
家
も
指
摘
す
る
遁
h

F

(

例
え
ば
籾
山
一
九
八
二
、

一
七
頁
U

、
殺

属
身
分
を
指
す
「
戚
獲
」
な
る
語
は
、
捕
虜
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
身

を
お
と
し
た
者
を
指
す
の
が
本
来
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
債

務
に
因
る
も
の
な
ど
、
諸
々
の
隷
属
身
分
を
生
み
出
す
契
機
に
つ
い

て
は
堀

一
九
八
七
、
第
一

章
「
中
園
に
お
け
る
奴
隷
制
の
起
源
」

参

照。

(
お
)
『
周
櫨
』
秋
官
司
腐
「
そ
の
奴
、
男
子
は
罪
隷
に
入
れ
、
女
子
は
春

東
に
入
る
。
」
に
つ
け
ら
れ
た
鄭
司
農
註
、
「
今
の
奴
牌
た
る
は
、
古
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の
罪
人
な
り
。
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

(
勾
)
吉
本
一
九
八
六
、
=
ニ
か
ら
一
四
頁
。

〈
初
)
吉
本
一
九
八
六
、
八
か
ら
九
頁
。

〈
況
)
史
一
九
九
二
。

(
幻
〉
十
一
月
乙
亥
、
嘗
子
大
公
之
廟
、
慶
合
粒
事
。
虚
蒲
曲一
広
告
之
、
且
止

之
。
弗
踏
臼
「
誰
敢
者
。
」
途
出
如
公
也
。
蹴
嬰
震
戸
、
臨
脱
臭
気
上
献
、

虚
蒲
葵
・
王
何
執
疲
文
。
慶
氏
以
其
甲
環
公
宮
、
陳
氏
・
飽
氏
之
国
人

魚
優
。
慶
氏
之
馬
善
驚
、
土
皆
律
甲
東
馬
、
而
飲
酒
且
観
優
至
於
魚

里
。
・
・
(
『
左
傍
』
裏
公
二
十
八
年
〉
。

(
お
)
楊
寛
一
九
九
七
、
第
十
二
章

「戦
園
時
代
文
化
的
設
展
」
四
「
娯
祭

活
動
和
武
襲
、
髄
育
鍛
錬
的
関
展
」
、
六
四
一
か
ら
六
四
二
頁
。

(
引
抽
)
諸
家
の
主
張
と
そ
の
論
銭
に
つ
い
て
は
永
田
一
九
九
六
が
整
理
を
行

っ
て
い
る
。

(お
U

例
え
ば
寅
一
九
八

O
。

(
お
)
高

一
九
七
七
。

(
初
出
)
有
期

・
無
期
論
争
に
つ
い
て
は
籾
山

一
九
九
五
が
準
設
整
理
を
行

い
、
無
期
設
が
安
嘗
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

見
解
を
述
べ
て
い
る
。

(
お
)
徐
鴻
修
一
九
八
四
。

(
鈎
)

「小
城
旦
」
は
陸
虎
地
秦
衡
に
、
以
下
の
よ
う
な
文
脈
で
現
れ
る
。

隷
匡
妾
其
従
事
公
、
殺
臣
月
禾
ニ
石
、
隷
妾

一
石
半
。
其
不
従

事
、
勿
葉
。
小
城
旦

・
隷
臣
作
者
、
月
禾
一
石
牟
石
。
未
能
作

者、

月
禾

一
石
。
小
妾
・
春
作
者、

月
禾

一
石
二
斗
半
斗
。
米
能

作
者
、
月
禾
一

石
。
・:
隷
臣
・

城
E
高
不
盈
六
尺
五
寸
、
隷
妾
・

春
高
不
盈
六
尺
二
寸
、
皆
信
用
小
。
高
五
尺
二
寸
、
皆
作
之
。
倉

(
秦
律
十
八
種
倉
律
、
臼
可
・怠
i
印

N
-
司
-
U
N
)
。

隷
匡
妾
が
官
府
で
服
役
す
る
場
合
、
隷
臣
は
月
に
禾
二
石
、
隷

妾
は

〔
月
に
禾
〕
一
石
牟
〔
を
食
糧
と
し
て
受
け
取
る
〕。

服

役
し
な
い
場
合
は
、
食
糧
の
配
給
は
な
い
。
小
城
旦

・
〔小〕

隷
臣
で
作
業
に
就
く
者
は
、
月
に
禾

一
石
牢
石
。
作
業
に
就
け

な
い
者
は
、
月
に
禾
一
石
。
小
妾
・
〔
小
〕
春
で
作
業
に
就
く

者
は
、
月
に
禾
一
石
二
斗
牢
斗
。

作
業
に
就
け
な
い
者
は
、
月

禾
一
石

0

・:
隷
臣

・
城
旦
で
身
長
が
六
尺
五
寸
に
満
た
な
い

者
、
隷
妾
・
春
で
身
長
が
六
尺
二
寸
に
満
た
な
い
者
は
、
皆

な
「
小
」
と
す
る
。
身
長
が
五
尺
二
寸
に
淫
す
れ
ば
、
作
業
に

就
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
倉
律
。

毅
匡
妥
・
減
旦
春
と
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
男
の
子
供
(
す
な
わ
ち
小
城

旦
と
小
隷
臣
〉

・
女
の
子
供
(
小
春
と
小
妾
)
に
ど
れ
だ
け
の
穀
物
が

支
給
さ
れ
る
の
か
、
「
子
供」

と
さ
れ
る
基
準
は
何
か
、
に
つ
い
て
の

規
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
子
供
の
城
旦
春
」
が
生
ま
れ
る
契
機
と
し

て
は
、
や
は
り
親
が
城
旦
春
と
さ
れ
た
た
め
に
子
供
も
同
じ
身
分
に
お

と
さ
れ
た
、
と
い
う
吠
況
を
主
と
し
て
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
隷
臣

妾
身
分
が
子
孫
に
縫
承
さ
れ
る
こ
と
は
諸
家
も
指
摘
す
る
。
そ
の
論
援

と
さ
れ
る

《
法
律
答
問
》
の
記
事
を
引
用
し
て
お
く
。

女
子
震
隷
匡
妻
、
有
子
走
。
今
隷
臣
死
、
女
子
北
其
子
、
以
震
非

隷
臣
子
殴
(
也
〉
。
問
女
子
論
可

(何
)
殴
(
也
〉
。

或
賜
顔
何
耐
震

隷
妾
、
或
臼
完
。
完
之
嘗
殴

(也
)
。
(法
律
答
問
印
可
-
H
4品

-
HY

Hω品
)
。

女
子
に
隷
匡
の
妻
と
な
っ
て
い
る
者
が
あ
り
、
子
供
が
い
た。

今
〔
夫
で
あ
る
〕
隷
匡
が
死
に
、
そ
の
女
子
が
子
供
を
分
家
さ

- 26一



667 

せ
て
、
隷
臣
の
子
供
で
は
な
い
と
し
た
。
問
う
、
女
子
を
何
と

量
刑
す
べ
き
か
。
一
設
に
は
額
と
ほ
お
骨
に
入
れ
墨
を
い
れ
て

隷
妾
と
す
る
、
と
い
う
し
、
一
一
裁
に
は
肉
刑
を
加
え
ず
〔
に
隷

妾
と
す
る
〕
と
い
う
。
肉
刑
を
加
え
な
い
の
が
受
賞
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
父
親
が
隷
匡
で
あ
っ
-た
場
合
、
子
供
に
も
そ
の
身
分
が
継

承
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

(
M
W
)

冨
谷
一
九
九
八
は
「
努
役
刑
」
徒
の
作
業
の
中
に
囚
人
の
護
迭
、
監

視
と
い
っ
た
、
賎
役
に
属
す
る
も
の
が
含
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

〈
第
二
章
「
秦
の
刑
罰
〔
E
〕
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
」
、
五
五
頁
)
。

(
H
U

〉
籾
山
一
九
八
二
は
隷
臣
妾
の
従
事
す
る
労
役
が
一
定
し
な
い
こ
と
、

召
集
を
う
け
る
と
労
役
に
従
事
す
る
も
の
の
卒
時
は
経
済
的
に
自
立
し

て
い
る
こ
と
、
そ
の
身
分
が
子
供
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、

こ
れ
を
「
身
分
の
回
以
瓢
に
こ
そ
数
果
を
認
め
る
刑
罰
」
(
四
頁
〉
で
あ

り
、
「
身
分
刑
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
さ
ら
に
氏
は
そ
の
背
景
と
な

る
身
分
秩
序
を
爵
制
秩
序
に
求
め
ら
れ
、
隷
匡
妾
刑
を
「
爵
制
秩
序
か

ら
除
外
」
す
る
刑
罰
で
あ
る
と
さ
れ
る
〈
二
七
頁
)
。
冨
谷
一
九
八
三

も
隷
臣
妾
に
他
の
努
役
刑
が
附
加
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
を
労

役
刑
と
は
這
う
範
鴎
に
属
す
る
刑
罰
、
つ
ま
り
は
身
分
刑
で
あ
る
と
結

論
す
る
三
二
二
頁
〉
。
し
か
し
そ
の
後
、
籾
山
氏
は
冨
谷
一
九
八
三

に
削
到
す
る
書
評
の
中
で
隷
臣
妾
を
身
分
刑
と
し
た
か
つ
て
の
見
解
を
撤

回
さ
れ
、
「
や
は
り
隷
臣
妾
と
は
、
軽
度
の
雑
役
へ
の
従
事
を
前
提
と

し
た
労
役
刑
」
と
さ
れ
る
(
籾
山
一
九
八
四
、
三
四
四
頁
)
。
氏
が
再

考
さ
れ
た
理
由
は
「
も
と
も
と
無
爵
で
あ
っ
た
者
に
と
っ
て
爵
制
外
へ

追
放
さ
れ
る
こ
と
(
す
な
わ
ち
隷
臣
妾
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
1

筆
者

注
)
は
何
ら
痛
手
で
は
な
い
」
の
で
は
、
と
い
う
疑
問
か
ら
く
る
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
剣
を
う
け
て
、
冨
谷
氏
も
著
書
(
富
谷

一
九
九

八
、
第
I
編
U

で
は
あ
る
程
度
奮
設
を
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
有
爵
・
無
爵
の
這
い
は
身
分
秩
序
内
の
大
き
な
一
線
で
あ
る

が
、
籾
山
氏
の
如
く
庶
人
と
隷
属
者
と
を
爵
制
秩
序
の
外
に
あ
る
者
と

し
て
同
列
に
扱
う
の
に
は
疑
問
を
脇
見
え
る
。
同
じ
く
爵
制
外
に
あ
る
と

は
い
え
、
庶
人
と
隷
属
者
の
遣
い
も
ま
た
無
視
し
難
い
差
異
で
あ
り
、

庶
人
が
隷
属
者
に
お
と
さ
れ
る
の
は
や
は
り
「
痛
手
」
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
私
見
と
し
て
は
籾
山
氏
・
富
谷
氏
の
「
沓
読
」
を
支
持
し
た

、.v

(
m
M
)

瀬
川

一
九
九
八
も
同
様
の
問
題
意
識
を
持
つ
。
瀬
川
氏
は
秦
の
努
役

刑
・
を
等
級
づ
け
た
基
準
は
努
役
の
強
度
で
は
な
く
、
刑
徒
に
つ
け
ら
れ

た
刑
具
の
教
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

(
目
白
〉
『
陸
虎
地
』
は
「
結
」
字
を
「
新
」
の
俵
借
と
し
、
「
藻
子
の
足
を

切
断
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
稗
す
。

し
か
し
フ
ル
ス
ウ

ェ
氏
も

指
摘
す
る
と
お
り
(
国
三
宮
司
恥

一
九
八
五
、
同
M

・
B
-
E
Z
叶・

3
、
藻

子
は
「
勿
刑
1
肉
刑
を
加
え
て
は
い
け
な
い

l
」
と
い
う
待
遇
を
う
け

る
者
で
あ
り
、
「
切
断
」
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
プ
ル

ス
ウ
ヱ
氏
に
従
い
、
「
錨
」
字
に
、
通
じ
る
方
向
で
理
解
し
、
本
文
の
よ

う
に
謬
し
た
。
そ
も
そ
も
『
睡
虎
地
』
は
「
盗
足
」
を
「
足
切
り
」
と

理
解
す
る
が
(
一
一
九
頁
、
注
一
一)
、
こ
れ
も
同
様
の
理
由
か
ら
非
で

あ
り
、
足
か
せ
を
は
め
る
附
加
刑
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
斜
)
『
陸
虎
地
』
五
二
頁
、
司
空
律
(
回
可
-
H
U
M
-
H
8
)

の
注
〔

一
二
。

ハ
必
)
張
政
娘
一
九
八

O
。

(
必
)
据
一
九
七
七
。

(

U

)

歴
代
王
朝
の
官
僚
身
分
を
示
す
座
標
と
し
て
、
俸
給
額
や
職
務
内
容
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の
ほ
か
に
、
朝
舎
で
ど
の
位
置
に
立
つ
の
か
、
ど
う
い
う
服
装
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
が
子
細
に
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
象
徴
的
で

あ
る
と
考
え
る
。

(
同
日
)
有
爵
者
や
潔
子
に
劃
す
る
措
置
の
特
徴
と
し
て
、
彼
ら
が
一
般
刑
徒

と
は
別
に

「
官
府
」
で
努
役
に
服
し
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
(
石
岡
一

九
九
八
)
。
石
岡
氏
は
こ
れ
を
苛
酷
な
勢
働
の
回
避
で
あ
り
高
位
者
へ

の
優
遇
措
置
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
る
。
私
見
と
し
て
は
、
優
遇
措
置

と
み
る
こ
と
自
鐙
に
は
異
存
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
「
優
遇
」
た
る
所

以
は
単
な
る
労
働
の
強
度
云
々
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
。
一
盟
、

高
位
者
の
庭
罰
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
も
、
せ
め
て
そ
れ
を
非
公
開
で

行
お
う
と
す
る
理
念
が
古
来
よ
り
存
在
し
た
。
例
え
ば
『
穫
記
』
文
王

位
子
に
は
「
公
族
そ
れ
死
罪
有
ら
ば
、
則
ち
旬
人
に
磐
す
。
」
と
あ
り
、

鄭
玄
は
こ
れ
に
「
市
朝
に
お
い
て
せ
ざ
る
は
、
こ
れ
を
隠
せ
ば
な
り
。
L

と
注
す
。
有
爵
者
等
が
官
府
で
、
い
わ
ば

一
般
庶
人
の
自
に
は
簡
単
に

は
鯛
れ
な
い
場
所
で
労
役
に
服
す
の
も
、
こ
う
し
た
理
念
と
関
連
さ
せ

て
理
解
す
べ
き
で
ろ
う
。

(
品
目
〉
有
問
者
が
城
旦
春
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
ま
ず
陸
虎
地

秦
簡
に
一
例
。

上
造
甲
盗
一
羊
、

獄
未
断
、
謹
人
日
盗
一
猪
、
論
可
(
何
)
殴

(
也
)
。
蛍
完
城
旦
。
〈
法
律
答
間

同可・

8
・司・

5
3
0

上
造
の
甲
が
羊
一
匹
を
盗
み
、
裁
剣
が
ま
だ
終
了
し
な
い
う
ち

に
、
人
を
-謹
告
し
て
〔
そ
の
者
が
〕
猪
一
匹
を
盗
ん
だ
、
と
い

っ
た
場
合
、
何
と
量
刑
す
る
の
か
。
完
城
旦
に
相
嘗
す
る。

も
う

一
つ
の
例
は

《
奏
誠
書
》

の
案
例
⑫
で
、
夫
(
公
士
の
爵
を
保

有
〉
の
死
後
に
不
義
を
犯
し
た
妻
が
「
完
春
」
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
被
疑
者
が
二
つ
以
上
の

罪
を
と
が
め
ら
れ
て
い
る
貼
で
あ
り
、

そ
の
場
合
刑
罰
が
加
重
さ
れ
て

い
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る。

何
ら
か
の
罪
紋
で
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
る
人
関
が
、
裁
剣
が
終
了
し

な
い
う
ち
に
謹
告
罪
を
犯
し
た
場
合
、
〈
二
謹
告
し
た
罪
が
自
ら
の

罪
よ
り
重
け
れ
ば
、
謹
告
し
た
罪
に
相
嘗
す
る
刑
罰
に
庭
せ
ら
れ
、

合
一
)
謹
告
し
た
罪
が
自
ら
の
罪
よ
り
駆
け
れ
ば
、
本
来
嘗
て
ら
れ
る

は
ず
で
あ
っ
た
刑
罰
が
や
や
加
重
さ
れ
る

(
法
律
答
問
丘
町
-
H

ロl
H
N
O

・

B
-
E
H
i
HN
N
)
。
右
に
翠
げ
た
睡
虎
地
秦
簡
の
例
も、

量
刑
が
通
常
よ

り
加
重
さ
れ
た
結
果
、
上
造
に
城
E
刑
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う。

《
奏
隷
書
》
の
事
例
に
お
い
て
も、

妻
は
放
惇
罪
ハ
通
常
の
量
刑

は
完
城
E
春
〉
と
準
不
孝
罪
(
量
刑
は
慰
城
旦
春
)
で
と
が
め
ら
れ
て

お
り
、
量
刑
が
重
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
文
で
も
論
じ
た

通
り
、

量
刑
を
加
重
す
る
要
素
が
絡
ん
だ
場
合
に
は
「
刑
鬼
薪
」
と
い

う
刑
罰
名
す
ら
登
場
し
て
く
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
事
例
は
例
外
的
な

も
の
と
理
解
で
き
、
有
爵
者
は
原
則
的
に
城
旦
春
を
回
避
し
た
、
と
し

て
お
く
。

(
印
〉
金
一
九
九
三
は
『
周
躍
』
の
内
容
が
秦
制
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘

し、

『
周
膿
』
の
原
型
は
秦
の
法
家
流
の
皐
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

と
す
る
。

(
日
)
冨
谷
一
九
九
八
、
第

W
編
、
第
一

章

「
史
料
に
見
え
る
儒
に
よ
る
刑

罰
滅
菟
」
。

(
臼
〉
西
嶋

一
九
六
一
、
第
三
章
、
第

二
節
「
有
留
者
の
特
権
ー
そ
の

一
|
」
、

一
一
「
刑
罰
滅
菟
の
特
権
」。

(
臼
)
電
錯
の
上
言
は
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
上
に
見
え
る
。
以
下
に
原
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文
を
一
示
す
。

「『
:
・
今
募
天
下
入
粟
豚
官
、
得
以
奔
爵
、
以
得
除
罪
。
如
此
、
富

人
有
爵
、
農
民
有
銭
、
莱
有
所
深
。
夫
能
入
莱
以
受
爵
、
皆
有
徐

者
也
。
取
於
有
徐
、
以
供
上
用
、
則
貧
民
之
賦
可
損
。
所
謂
損
有

徐
、
補
不
足
、
令
出
而
民
利
者
也
。

:
・
爵
者
、
上
之
所
撞
、
出
於

ロ
而
亡
窮
。
粟
者
、
民
之
所
種
、
生
於
地
而
不
乏
。
夫
得
高
爵
輿

菟
罪
、
人
之
所
甚
欽
也
。
使
天
下
人
入
粟
於
遣
、
以
受
爵
克
罪
、

不
遇
三
歳
、
塞
下
之
粟
必
多
笑
。
』
於
是
文
一
帝
従
錯
之
言
、

令
民

入
莱
透
、
六
百
石
爵
上
造
、
抽
相
増
至
四
千
石
信
用
五
大
夫
、

高
二
千

石
潟
大
庶
長
、
各
以
多
少
級
敷
居
周
差
。
」

五
大
夫
の
債
格
も
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
五
大
夫
の
爵
を
得
る

こ
と
に
よ
り
菟
税
特
権
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
大
庶
長
は
列
侯

|
関
内
侯
の
下
に
く
る
第
十
八
等
の
爵
。
列
侯
・
関
内
侯
に
は
食
邑
が

賜
輿
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
買
爵
で
得
ら
れ
る
最
上
級
の
爵
は
大
庶
長

に
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
削
叫
)
『
漢
書
』
食
貨
志
で
は
後
文
に
租
税
減
菟
を
願
う
題
錯
の
上
言
が
績

き
、
こ
の
上
言
を
承
け
て
文
脅
十
二
年
の
租
税
の
半
ば
を
減
じ
た
、
と

あ
る
。

(
臼
)
吏
及
諸
有
秩
受
其
官
属
所
監
・
所
治
・
所
行
・
所
持
、
其
輿
飲
食
計

償
費
、
勿
論
。
官
物
、
若
買
故
賎
、

寅
故
費
、
皆
坐
戚
潟
盗
、

波
入
減

豚
官
。
吏
遷
徒
菟
罷
、
受
其
故
官
属
所
賂
監
治
迭
財
物
、

奪
爵
信
用
士

伍
、
菟
之
。
無
爵
、
罰
金
二
斤
e

令
淡
入
所
受

0

・:(『
漢
書
』
巻
五

景
帯
紀
(
元
年
七
月
僚
)
〉
。

(
回
)
西
嶋
一
九
六
て
三
三
三
頁
。

(
閉
山
〉
十
二
年
、
文
信
侯
不
掌
死
。
縞
葬
。

其
合
人
臨
者
、
耳
目
人
也
逐
出

之、

秦
人
六
百
石
以
上
奪
爵
、
遷
。
五
百
石
以
下
・

不
臨
、
選
、
勿
奪

爵
。

(
『史
記
』
巻
六
始
皇
本
紀
)
。

(
国
)

《奏
誠
書
》
の
案
例
⑬
で
は
群
盗
討
伐
に
失
敗
し
た
罪
に
削到
し
て

「奪
爵
令
成
」
と
い
う
慮
分
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
類
似
の
措
置

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
回
)

『尉
綴
子
』
は
成
立
が
三
園
ま
で
下
る
と
の
見
解
も
か
つ
て
は
あ
っ

た
が
、
前
漢
前
半
期
に
比
定
さ
れ
る
漢
墓
、
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
『
尉
綴

子』

断
衡
が
出
土
し
、
そ
う
し
た
見
解
は
非
と
さ
れ
た
。
現
在
で
は
戦

闘
末
期
の
成
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

張
烈
一
九
八
O
参
照
。

ハ
ω〉
遜
常
は

一
日
の
勢
働
あ
た
り
八
銭
、
食
事
が
官
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

場
合
は
六
銭
と
さ
れ
る
。
『
睡
虎
地
』
《
秦
律
十
八
種
》
司
空
律
(同可・

5
ω
J
H
8・司
・印
H)
参
照。

(
m
m

)

藤
田

一
九
九
六
は
爵
も
一

つ
の
財
産
で
あ
る
こ
と
、
皇
帝
か
ら
の
賜

興
物
で
あ
る

「
黄
金
」
を
差
し
出
す
漢
代
の
罰
金
刑
と
、
同
じ
く
皇
脅

か
ら
の
賜
興
物
で
あ
る
爵
を
差
し
出
す
奪
爵
と
が
そ
の
原
理
に
お
い
て

類
似
し
、
パ
ラ
レ
ル
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る。

(
位
〉
『
史
記
』

巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
、
『
漢
書
』
倉

一
五
王
子
侯

表。

〈臼
)

表
は
菟
刑
さ
れ
た
こ
と
を
明
記
し
な
い
が、

例
え
ば
南
利
侯
劉
賓
が

殺
人
の
罪
を
犯
し
た
際
、
そ
れ
に
謝
す
る
慮
罰
は
奪
回
酎
の
み
で
済
ま
さ

れ、

費
は
父
で
あ
る
庚
陵
王
脅
の
も
と
に
錦
っ
て
い

る

(『漢
書
』
巻

六
三
武
五
子
停
、
庚
陵
王
劉
脊
〉
。

(
川
悦
〉
二
等
爵
を

「
王
爵
」
と
す
る
こ
と
、
二
十
等
爵
の
徹
侯
が
そ
の

一
類

に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
、
は
朱
一

九
九

O
、
下
編
、
五

「
軍
功
爵
制
在

西
漢
的
獲
化」

〈
二
O
九
頁
〉
に
嬢
る
。
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(
日
)
哀
一
帝
の
時
、
丞
相
互
嘉
が
不
道
罪
に
問
わ
れ
る
。
そ
の
庭
遇
が
議
論

さ
れ
た
際
、
群
臣
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
意
見
は
、
廷
尉
に
召
し
だ
し
て

寅
刑
に
あ
て
る
べ
し
・
爵
土
を
奪
っ
て
庶
人
と
す
べ
し
・
許
す
べ
し
、

の
三
者
で
あ
っ
た
。
丞
相
に
は
列
侯
爵
が
輿
え
ら
れ
る
の
で
、
王
嘉
が

差
し
だ
す
こ
と
に
な
る
爵
は
列
侯
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
爵
を
取
り
上

げ
て
貧
刑
に
換
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
想
定
し
得
る
慮
置
の
一
つ
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
結
局
皇
帝
は
廷
尉
へ
の
召
喚
を
命
ず
る
(
『
漢
書
』
巻

八
六
王
嘉
停
)
。

(
白
山
)
例
え
ば
牧
野
一
九
三
二
。

(併〉

F
o
o
d司
。
一
九
六

O
。

(
回
〉
佐
竹
一
九
九
七
。

(
的
)
大
庭
一
九
九
五
。

(
河
)
宮
宅
一
九
九
六
。

引
用
文
鰍
表

石

岡

浩

一
九
九
八

「
秦
時
代
の
刑
罰
滅
苑
を
め
ぐ
っ
て
|
睡
虎
地

秦
衡
に
見
え
る
「
居
官
府
」
の
分
析
か
ら
l
」

(
『
史
満
』
第
二

O
挽
)

「
漢
代
の
貴
族
」
(
村
井
康
彦
編
『
公
家
と
武

家
そ
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
(
思
文
閣
出

版
〉
)

『
周
官
之
成
書
及
其
反
映
的
文
化
奥
時
代
新

考
』
〈
東
大
圏
書
公
司
〉

「
秦
律
中
"
隷
臣
妾
"
問
題
的
探
討
」

物
』
一
九
七
七
年
第
七
期
〉

大
庭

i晦

一
九
九
五

金

春
峯

一
九
九
三

官
両

恒

一
九
七
七

(『
文

貰佐
竹

史滋
賀

周朱徐自
)11 

瀬
)11 

「
雲
夢
秦
律
簡
論
」

〈
『
考
古
伯
母
報
』
一
九
八
O

年
第
一
期
〉

一
九
九
七

「
規
格
地
割
引
拡
舎
に
お
け
る
身
分
制
と
し
て
の
秦

代
爵
制
の
研
究
」
(『
ア
ジ
ア
の
地
割
制
度
』

科
皐
研
究
費
成
果
報
告
書
)

「
先
秦
信
優
初
探
」

(『河
南
大
皐
畢
報
』
第

三
二
巻
第
一
一
説
)

「刑
罰
の
歴
史
|
東
洋
|
」
(
荘
子
邦
雄

・
大

塚
均
・
卒
松
義
郎
編
『
刑
罰
の
理
想
と
現
質
』

(
岩
波
書
広〉
〉

「
中
園
上
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
の

一
考
察
l
誓

と
盟
を
手
が
か
り
と
し
て
l
」

(
滋
賀
秀
三

・

卒
松
義
郎
編
『
石
井
良
助
先
生
還
暦
祝
賀
法

制
史
論
集
』
(
創
文
社
)
)

『
軍
功
爵
制
研
究』

(
上
海
人
民
出
版
社
)

「
秦
代
"際
宮
"

H

際
官
"
円
宮
莱
"
考
緋
」

〈
『
文
献
』

一
九
九
八
年
第
四
期
〉

「従
古
代
罪
人
枚
奴
刑
的
努
遜
看
"
隷
臣
妾
"

"
城
旦
春
"
的
身
分
」
(
『
文
史
哲
』
一

九
八
四

年
第
五
期
〉

「皐
事
関
係
字
設
|
主
と
し
て
中
園
古
代
に
お

け
る
身
鐙
刑
に
つ

い
て
|
」
(
同

『
甲
骨
金
文

皐
論
集
』
(
朋
友
書
庖
)
)

「
秦
代
刑
罰
の
再
検
討
|
い

わ
ゆ
る
「
努
役

刑
」
を
中
心
に
|」

(
『
鷹
陵
史
皐
』
第
二
四

展
獄

一
九
八
O

精
彦

延
廷

九
九

秀一

九
七

一
九
七
六

襲程
一
九
九

O

一
九
九
八

鴻
修

一
九
八
四

静

一
九
七
三

敬
也

一
九
九
八
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張張冨
谷

永
田

西
嶋

藤
田

堀堀牧
野

増
淵

政
烈娘

一
九
八

O

一
九
八

O

至

一
九
八
三

英
正

一
九
九
八

一
九
九
六

定
生

一
九
六

高
夫

一
九
九
六

毅

一
九
七
七

敏

一
九
八
七

巽

九

龍
夫

一
九
六

貌
)「

秦
律

H

孫
子
"
穆
義
」
(
『
文
史
』
第
九
輯
)

「
関
子
《
尉
綴
子
》

的
著
録
和
成
書
」

(『文

史
』
第
八
輯
)

「
秦
漢
の
労
役
刑
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
第

五
五
加
)

『秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
』
(
同
朋
合
)

「
暖
虎
地
秦
鱗
秦
律
に
見
る
隷
臣
妾
に

つ
い

て
」
(
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
園
の
刑
罰』

(
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
)
〉

『
中
園
古
代
帯
園
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史
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〉
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史
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史
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史
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史
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。
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THE ARISTOCRATIC RANK AND PENALTY UNDER

　　　　　　　

THE QIN-HAN DYNASTIES秦漢

MiYAKE Kiyoshi

　　

As Dr. TOMIYA Itaru 冨谷　至suggests, the person who held Shang

Ｚａｏ上造(i.e. the second lowest aristocratic rank) or above was allowed

commutation of the mutilating punishment according to the Qin statutes.

Mutilation was an indication to the public that the mutilated criminals were

not accepted as their members, and were kept away from their community.

Thus this commutation implies that rank holders were allowed to stay in

the community by virtue of their achievements made for the empire.

Accepting this remarkable view, the author examines the relationship

between the aristocratic rank and the penalty, especially the labor punish-

ment.

　　

The fact that the mutilated criminals were　banished　from their

community also implies that they sank so low as to be ａ social inferior.

From this point of view, we may say that the aristocratic rank was

effective to protect the rank holders from falling into slavery from which

they could not recover throughout their lives.

　　

Under the Qin dynasty, the term of servitude for labor punishment

was not definitely stated. Hence there was little difference between labor

convicts and slaves. If the aristocratic rank functioned as mentioned above,

then what kind of commutation was granted to the rank holders in case

they committed ａ crime warranting the labor punishment ？

　　

Among the Qin labor punishments, Gui Xin and Bai Can 鬼薪・白粂

(i. e. males collecting firewood for the spirits; females sifting white rice)

was quite unique. This punishment was adopted only for the privileged

class, namely, rank holders and Bao Zi 孫子(some scholars believe that it

means hostａｇｅ）ｗho was ｅχempted from the mutilating punishment.

Unlike other labor convicts, the collectors of firewood for the spirits and

the sifters of white rice were allowed not to wear red clothes, and not to

be manacled or fettered. The things like led clothes, manacle and fetter

were marks of slave as well as labor convict. Thus the fact that Gui χin
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and Bai Can was adopted for the rank holders implies that the aristocra-

ticrank was also,though barely, effectiveto protectthem from fallinginto

slavery in case the labor punishment was imposed.

THE FORMATION OF THE SENIORITY-BASED

　　　　　　　

PROMOTION SYSTEM

　　　　　　　　　　　　　　　

Sato Tatsuro

　　

It has already been known that most of the officialswere promoted by

completing ａ certain term of service in the Han period.　This paper

investigatesthe process of formation of thissystem, through which eχplains

the specificcharacter of the seniority system of Han dynasty compared

with similar systems of later periods, and intends to clarify its historical

significance｡

　　

At first,the recent view that an officialgained one ｇｏｎｇ功(merit)

for promotion through ａ four-year term of service in the Han period is

reconfirmed. The author supposes that the ｇの7g was originally the unit

to count severed heads, and hence surveys the historicalprocess through

which the gong changed its meaning from the unit counting sevｅｒedheads

to the four-year term of service. We can see traces of this process in the

Han system｡

　　

The establishment of the seniority system through such ａ process can

be considered to have stabilizedbureaucracy and have 石χedthe officials'

promoting routes,and can be estimated to be one of the factors forming

aristocraticbureaucracy later.

ECONOMIC POLICIES IN THE CHOSUN DYNASTY

SUKAWA Hidenori

　　

This report attempts toｅχplainthe economic and politicalreasons that

contributed to the comparatively sluggish trade in the Chosun dynasty. I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

― 34 ―


